
藤川設計株式会社

図面番号

図面リスト

Ｅ－01

Ｅ－02

Ｅ－03

Ｅ－04

Ｅ－05

Ｅ－06

Ｅ－07

電気特記仕様書　１

電気特記仕様書　２

電気特記仕様書　３

電気特記仕様書　４

亀 山 市 消 防 庁 舎 及 び 関 分 署 自 家 用 発 電 設 備 改 修 工 事

Ｅ－08

Ｅ－09

Ｅ－10

Ｅ－11

Ｅ－12

Ｅ－13

Ｅ－14

Ｅ－15

Ｅ－16

亀山市消防庁舎　１階電気設備平面図

亀山市消防庁舎　２階電気設備平面図

亀山市消防庁舎　Ｒ階電気設備平面図

亀山市消防庁舎　受変電設備結線図(改修後)

亀山市消防庁舎　受変電設備結線図(改修前)Ａ－09

Ａ－08

Ａ－07

Ａ－06

Ａ－05

Ａ－04

Ａ－03

Ａ－02

Ａ－11

Ａ－10

Ａ－01

図面番号

亀山市消防庁舎　案内図・配置図

図面名称 図面名称

令和７年３月

図面はA3サイズとする

Ａ－12

建築工事　特記仕様書　２

建築工事　特記仕様書　３

亀山市消防庁舎　タンク仕様図　１

亀山市消防庁舎　タンク仕様図　２

亀山市消防庁舎　発電機仕様図

亀山市消防庁舎　受変電設備平面図(改修前・後)

関分署　電気設備配置図

関分署　1階電気設備平面図

関分署　発電機仕様図

関分署　タンク仕様図

亀山市消防庁舎　１階電気配線平面図(改修前・後)

Ｅ－17

Ｅ－18

建築工事　特記仕様書　１

亀山市消防庁舎　屋上設備基礎図

亀山市消防庁舎　仮設計画図

関分署　案内図・配置図

関分署　設備基礎図

関分署　仮設計画図

油水分離槽（参考図）

亀山市消防庁舎　油庫架台図　１

亀山市消防庁舎　油庫架台図　２

亀山市消防庁舎　油庫架台平面図

Ａ－13



総　　　　則

工 事 概 要 １．工事場所

２．工事種目

１. 共通仕様

（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。

（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書

（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。

２．特記仕様

セメントの種類  ６章コンクリート工事のセメントの種類による

  リート杭地業

    施工場所   ※建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下(ピット下を除く)

・床下防湿層　　　ポリエチレンフィルム　厚 0.15mm                          (4.6.5)

・捨コンクリート地業　  厚さ (mm)　　 ・50　　  　　・図示による           (4.6.4)

  捨コンクリート地業

鉄筋のかぶり厚さ (mm)  　　※100　　　

　　　　　　　          ※再生クラッシャラン（40～0）    ・切込み砕石

・砂利地業　　　　　　　厚さ (mm)　　 ・60　　  　　・図示による           (4.6.3)

      (・          N/mm2 ) (・Ａ種   ・Ｂ種 　・図示による)

6 場所打ちコンク

7 割り石，砂，砂利

構造体コンクリートの強度と供試体の強度の差を考慮した割増は　　　　N/㎜

コンクリートの設計基準強度 、種別                                 (4.5.4)(表4.5.1)

鉄筋の種別　　　５章鉄筋工事の鉄筋の種類による　   　                  　(4.5.4)

掘削工法　　　・                                                    (4.5.5)(4.5.6)

　　杭の水平方向の位置ずれの精度　　　　・　　mm以下　　 ・（　　　　　　　　）

　　根入れ深さ　　　　　　　　　　　　　・1m以上　　　 　・（　　　　　　　　）

　　孔壁の超音波測定器による確認　　　　・行う　　　     ・行わない

構造体強度補正値（Ｓ）

     6.0

                                               （普通ポルトランドセメント）

  打  設  期  間     備　考  補正値(N/mm )2

     3.0

     6.0

   暑中コンクリート

6 調合管理強度 (6.3.2)(表6.3.2)(6.12.2)

・

種別1 コンクリートの種類

1 鉄筋の種類

　種類の記号 　　　呼び名 (mm)

2 溶接金網

　鉄線の径　 （　　　　　　）mm　寸法 (                       )

3 材料試験

　の提出を省略することができる。

　網目の形状 （※正方形 　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）           (5.2.2)

※JIS規格品については径の異なるごとに２ｔ未満の場合は規格証明書            (5.2.3)

　※ Ｄ16以下

　※ Ｄ19以上 ・ＳＤ345

　　                                                              (5.2.1)(表5.2.1)

4 継手及び定着 鉄筋の継手方法                                                             (5.3.4)

　※径Ｄ19mm以上の柱、梁の主筋はガス圧接、その他は重ね継手

  の鉄筋のかぶり厚 施 工 箇 所 等          最小かぶり厚さ (mm)

・耐久性上不利な箇所の鉄筋の最小かぶり厚さは下記による。                   (5.3.5)5 耐久上不利な箇所等

・ハンチの傾斜　　　（※１：４　　　・　　　　　　）                     (別図3.1)

・Ｈ 形 　・Ｗ－I 形 　※ＳＰ形（スパイラル筋)  ・丸 形

帯筋の形状                                                               (別図2.2)

・Ａ 形   　　・Ｂ 形   　　※図 示                                      (別図1.1)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5.3.7)

各部配筋参考図１節[基礎及び基礎梁の配筋]から７節[梁貫通孔及びその他の配筋]に準じる

7 杭頭の補強方法

6 各部配筋

8 帯筋

9 ハンチの傾斜

耐震壁　（　※図示　　　　　　　　　　　　　　　）

一般型　（　・Ａ形　　　　※Ｂ形　　　　・図示　）                       (別図4.2)10 壁開口部補強の種別

　　　　　　  ・既製型　　　建設技術評価規定において評価を取得したもの又は、

　　　　　　　　　　　　　　(財)日本建築センターの評価を取得した製品( )
補強形式　　  ・Ｈ 形　 ・Ｍ 形    ・ＭＨ形　　 ・図 示        (別図7.1)(表7.1～3)11 はり貫通孔の補強

12 機械吊上げ用フック

13 圧接完了後の検査

　・重ね継手

定着

※表５．３．４による。ただし、設計図書にて別記のあるものは設計図書による。

　　・柱、はり主筋のかさね継手長さ　（　　　　　　　）

検査方法　　・引張試験　　※超音波探傷試験                         (5.4.3)(5.4.10)

※ I 類      ・ Ⅱ 類                               (6.2.1)(6.4.1)(6.4.3)(表6.2.1)

普通コンクリートの気乾単位容積質量　・2.1t/m3を超え2.5t/m3以下　・　　　　 (6.2.3)

　ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤とする。

・混和材　　※フライアッシュ(JIS A 6201)

・高炉セメントＢ種　　　　　　・フライアッシュセメントＢ種

     施  工  箇  所設計基準強度Ｆc(N/mm2 )

2 設計基準強度

3 セメントの種別

※混和剤は、JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）によるＡＥ剤、

4 骨材の種類 アルカリシリカ反応による区分    ※Ａ                   　　         (6.3.1)(6.5.4)

　　フェロニッケルスラグ細骨材等　　※使用しない　・使用（部位：　　　　　）

5 混和材料

・早強ポルトランドセメント　　・普通エコセメント

(6.3.1)(6.3.2)

普通コンクリート                                                           (6.2.2)

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種          (6.3.1)(6.13.2)(表6.3.1)

2
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仕上りの平たんさ種別　　　　・ａ種　　・ｂ種　　・ｃ種　　　　　　(6.2.5)(表6.2.5)

 ・ＳＤ295

・セメントミルク工法

　　　試験掘

　　　※行う　　（　　　　　ヶ所）

　　掘削深さ　　　　　　　　　　　　　　・1.5m程度　　　・（　　　　　　　　）

　　杭の水平方向の位置ずれの精度　　　　※100mm以下　　 ・（　　　　　　　　）

　　根入れ深さ　　　　　　　　　　　　　・1m以上　　　　・（　　　　　　　　）

・試験杭　　　※図示による。　　　・本数　　本　寸法　　m　　        　　　(4.2.2)

・杭の載荷試験　　　※行う　　　・行わない　　　　　　　　　　       　　　(4.2.3)

※試験杭の位置、本数、載苛荷重、試験方法、報告書の記載事項は図示による。

※試験杭の位置、載苛荷重、試験方法、報告書の記載事項は図示による。

・地盤の載苛試験　　※行う　　　・行わない　　　        　　 　　　　　　　(4.2.4)

4 試験及び報告書

※高強度プレストレストコンクリート杭     ・JIS規格品 

  杭径(mm)       杭長(ｍ)及び種別   継手数    セット数

                                         ・認定品(建築基準法)

  地業

    備考

・特定埋込杭工法

　　H13国交告1113号第6号による支持力算定式でα＝250程度を採用できる工法

5 既製コンクリート杭

　　杭の水平方向の位置ずれの精度　　　　※100mm以下　　 ・（　　　　　　　　）

種類                                                                (4.3.1)(4.3.3)

杭の継手      　　・アーク溶接         ・無溶接                     (4.3.6)(4.3.7)

先端部形状    ※開放形   ・閉そく平たん形                                  (4.3.3)

施工法                                                              (4.3.4)(4.3.5)

・

  　工法　　　・プレボーリング拡大根固め工法　　・中堀拡大根固め工法

　　杭周固定液　　　・使用する

　　根入れ深さ　　　　　　　　　　　　　・1m以上　　　　・（　　　　　　　　）

3.根拠資料

の規定による引渡しを受けた日から10年とする。

また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない

保管期間は契約書第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む)

受注者においては全て適切に管理し、保管しなければならない。

根拠となる資料(施工記録の原本、チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等)は、

共通仕様書、特記仕様書及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の

2.施工記録

するための手法については、施工計画書に明記しておくこと。

なお、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保

を受けること。

また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監督職員の確認

翌週以内に監督職員に、工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。

受注者は、杭の施工期間中は、1週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録をとりまとめ、

1.適用基準 本特記事項に個別に記載の適用基準に加え、以下の基準を適用する。

国土交通省告示第468号　「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」

(平成28年3月4日)４
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7 交通安全管理

4 建設発生土の処理

　　　受入れ施設名・場所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　仮置場所　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1 災害及び公害の防止

※「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき指定された建設機械を使用する。

2 根切り

3 埋め戻し及び盛土

　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

　発生場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

                                                                           (3.1.3)

工事に先立ち必要と思われる埋設物等の調査を行う。                           (3.2.1)

種別                                                           　(3.2.3)(表3.2.1.)

　建設発生土受け入れ量　　　　　　ｍ3

３
 
章
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事

2 工事用水

3 工事用電力

4 仮設便所 ・吸取式　　　　・水洗式

構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない

構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない

5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)

防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　） ・行わない

1 監督職員事務所 ・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)

　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　
２
 
章
　
仮
 
設
 
工
 
事

　・構内指示の場所に敷き均し

　・構内指示の場所にたい積（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・構外指示の場所に処分         搬出調書等を提出する。

　※構外搬出適切処理                                                         (3.2.5)

5 施工条件

・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・建築工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）

・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）

１．保険及び保証

 部分完成

 部分引渡し

２ ． 建 設 共 済 等

                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）

・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する

理由書の提出をもって共済証紙の購入を不要とする

なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、

　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上

　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分

項　　　　目章 特　　  記 　 　事　  　項

1 適用基準等

※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項

資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、

出来る限り市内業者を優先させること。

2 工事実績情報の登録

※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 28 年版）

※工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 30 年版）

※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)
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項   積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・             

　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒

  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)

                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)

・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)

3 品質計画

4 電気保安技術者

※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)

電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする

事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な

一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を

有する者とする

・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、

　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。

工事請負契約書に準拠する。

20 完成引渡し後の点検

19 社内検査報告書 工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。

18 設計ＧＬ

・現状地盤（監督職員の指示による）

施工範囲

在来にならい補修する。

工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも

設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

15 記録

16 現況復旧

17 設備工事との取合い

　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強

　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強

　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)

  　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図 

  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図

  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図

  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　

・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　

  種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・ 

14 完成図等

　　※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　

　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置

　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具

　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間

　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　

　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり

　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　

着工前測定　　・行う　　・行わない

　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)

測定対象室　　・図示　　・　

測定は、パッシブ型採集機器により行う。

施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。

13 化学物質の濃度測定

　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査

　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。

　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　

　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）

　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）

　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工

　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時

　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)12 施工の立ち会い等

11 技能士

　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　

　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園

10 特別な材料の工法 標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

　　発散が極めて少ないものとする。

4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、

5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等

　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル

　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン

　　が極めて少ないものとする。

1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル

3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな

  建築材料等

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも

のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。

　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散

　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

  第三種

　　④旧ＪＡＳのＦco規格品

　　③旧ＪＩＳのＥo規格品

　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品

　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　　b.接着剤等不使用

　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品

　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品

　規制対象外

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品

9 化学物質を発散する

(                                                                      )

・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)

承諾を受ける。

るもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員の

※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す8 建築材料等

　での処理状況が分かる写真を提出すること。また、処分地が民有地の場合、土地所有者

※建設発生土を搬出する場合は、事前に書面にて処分地の報告(位置図等)を行い、処分地

からの建設発生土受入承諾書の写しを提出すること。

・法定外労災補償制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出） 

　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部

工事記録については下記による。（A4版）

　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）

　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。

　　※竣工写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部 

・製本図面    　提出部数  ※1部　　　・2部　　　・3部　

　・対象工事(※受注者希望型）　　　　

　　　　　　　・交通誘導警備員Ａ　　※交通誘導警備員Ｂ

　  　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　 　 　                　　　２部

　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。

　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　　　　　　　　　　　　 　　２部

　　・　

・週休2日制工事　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　     (1.3.5)

・施工に際しては、工程及び施工内容について施設管理者と綿密な調整を行うこと。

・現場工事は月～金とし、土、日、祝日に作業を行う場合は、監督職員の承諾を得ること。

・

・工程計画については、関係者等と十分に調整を行った上で進めること。

・大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること。

・資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。

・同一敷地内での別途工事について、協議に応じること。

・工事着手前に周辺住民への工事説明会が開催される場合は資料作成等に協力すること。

　整を行うこと。

・振動、騒音、ほこりのでる作業やその他について、事前に施設管理者及び近隣施設等と調

・既設構造物を汚損した場合は、受注者負担にて補修等を行うこと。

・道路の汚損がないように努めると共に、汚損した場合は直ちに清掃を行うこと。

・10ｍを越える足場を60日以上設置する場合は、着手の30日前までに、設置届を所管官庁へ

・工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　

　提出すること。

・工事に関わる法令手続きは受注者にて行うこと。手続きに係る手数料は受注者の負担

（道路占用許可申請における占用料は除く）とする。

・工事により発生する残土や廃材、汚泥等は適切処理を行うこと。また、必要に応じて釜場を

　設け、敷地外への泥水の流出を防止すること。

　・対象外工事

・仮囲い等については周辺の施設利用者等の安全上、使用上支障がないように計画し、維持

　管理に努めること。

・工事期間中は、近隣の施設利用者等の安全確保に努めること。

　　構外搬出適切処理

・特定建設資材以外の搬出

・特定建設資材の搬出

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）(1.3.11)6 発生材の処理等

・高さ５メートルを超える箇所での作業を有する場合の墜落制止用器具は、フルハーネス型

使用すること

　　処理方法 (                                                          )

　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）

・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )

※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票

    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に

　　より確認を行う場合は、この限りではない。

　・適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)

　　・防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官

測定箇所数　　・図示　　・　

かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを

提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。

※本工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）の規定によ

り再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合（下記内容該当工事）は、受注

者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなけ

ればならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に

報告しなければならない。

21 施工体制台帳の提出

22 資源有効利用促進

6 150×150

・ 18

亀山市野村町四丁目1-23,亀山市関町木崎37-1

電気設備改修工事

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事

★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

一級建築士登録　117471

田中　保雄
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 N/S Ａ－０１建築工事　特記仕様書　1

・施工作業時間は原則8:30～17:15とすること。

交通誘導員　　・配置する（クレーン作業時）　・配置しない   (1.3.8)

3/4～7/ 9 　 9/ 9～11/20

      11/21～3/3

       7/10～9/ 8

・ 24

  (令和７年版)」(以下「標仕」という。)による。

・図示（A-05、A-11）

捨てコン

架台基礎、土間



※下記のいずれかとする。

ひび割れ誘発目地　　　　　　　　　※幅 20×深さ 10　　・図示 

　(1)「コンクリート型枠用合板の農林規格」による表面加工品

　(2)「コンクリート型枠用合板の農林規格」によるＢ－Ｃ

　(3)床型枠用鋼製デッキプレート

打ち継ぎ目地　　　　　　　　　　　※幅 20×深さ 10　　・図示 

外部に面するコンクリート打ち放し仕上げの打増し　　・20　　※図示　         (6.8.1)

(6.6.4)(9.7.3)

(6.8.1)(9.7.3)

せき板の種類　　　　　　　　　　　※厚さ 12mm    ・                        (6.8.2)

６
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   種　　　別

    ・Ａ 種

    ※Ｂ 種

    ・Ｃ 種

     施  工  箇  所

　　      ・鋼管　 ・硬質塩化ビニール管　 ・溶融亜鉛めっき鋼板　・つば付鋼管

打ち放し仕上げの種別　　　　　　　                          　　　(6.2.5)(表6.2.4)

  材種    ※標仕6.8.2(9)による

・スリーブ材料                                                    (6.8.2)(表6.8.1)

躯体表面の処理   　 ・行う      ・行わない

4 壁タイル張り工法

　　　　　　 　 　　・ＭＣＲ工法　　・目荒らし工法

　　下地材　

　　造作材

・主要材の樹種

12

章
　
木
 
工
 
事

　　　　　　　　　　　・小　節（見え隠れ面・不透明塗料塗り　　　　　）

木材の含水率    ※Ａ種　　　・Ｂ種 　  　　　    　  　　  　 　(12.2.1)(表12.2.1)2 木材

・下地用針葉樹製材  　※２級　　　・１級　　　　           　　　   　 　 (12.2.1)

・造作用針葉樹製材  　・上小節（見え掛り面　　　　　　　　　　　　　）　　(12.2.1)

・広葉樹製材  　・２級　　　　※１級　　　　・特級      　　　　　 　　　 (12.2.1)

・杉　・松

・杉　・松　・ひのき

1 長尺金属板葺                                                         (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)

    屋根ふき形式      材　　種   板の厚さ(mm)    下　ぶ　き

 ・かわら棒ぶき  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ  ※0.4mm

（心木なし）通し吊子　 亜鉛めっき鋼鈑  ・　  　940

 ・平ぶき  ・　  ・

 ・　

章
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2 折板葺                                                         (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)

  形    式   ※重ね型   ・はぜ締め形    

形 状(mm)   山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )

材    料   ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板

断 熱 材   ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し

耐火性能   ・３０分耐火　　　・無し

軒先面戸板 　・有り　　　　　　・無し

4 床張り用合板

合板の接着の程度の種類 　※１類　　　・　

板面の品質　　　　　　 　※２等(広葉樹)又はＣ－Ｄ(針葉樹)　　・　

ホルムアルデヒド放散量   ※規制対象外   ・第三種

5 防腐処理 防腐処理は下記による                                                    (12.3.1)

木材保存剤は、監督職員の承諾するものとする。

6 防蟻処理

6 防虫処理

防蟻処理は下記による                                                    (12.3.1)

木材保存剤は、監督職員の承諾するものとする。

防虫処理は下記による                                                    (12.3.2)

・行う　（施工箇所　　　　　　　　 　　　　　　　）　   ※行わない

・行う　（施工箇所　　　　　　　　 　　　　　　　）　   ※行わない

・行う　（施工箇所　　　　　　　　 　　　　　　　）　   ※行わない

単板積層材

3 集成材又は

　　芯材の種類品　　　名 　規格・品質

集成材の等級

ホルムアルデヒド放散量   ※規制対象外   ・第三種

施 工 箇 所

 ・造作用集成材

 ・化粧ばり造作
   用 集 成 材

   用 集 成 材
 ・化粧ばり構造

 ※１等　・２等

 ※１等　・２等

 ・たも ・なら ・しおじ

 ・単一針葉樹

 ・造作用単板
 　積　層　材

 ・直交集成材

合板の材質               ※標仕12.2.1(6)(ｱ)～(ｵ) による 　　　          (12.2.1)

集成材又は単板積層材の材質                                       　      (12.2.1)

3 とい材料

軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板

　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 

縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)

　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 

  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）

  防露巻き

4 鋼管製といの ※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)

　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)

・行わない

※有機質接着材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(表11.3.1)

※保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とする。                (11.2.3)(11.3.3)

　※タイプⅠ　　・タイプⅡ

※セメント混和用ポリマーディスパージョンは JIS A6203による。

※既調合目地材は、実績等の資料を監督職員に提出する。

3 張付け用材料

4 合成高分子系

  ルーフィングシート

  防水

5 塗膜防水

施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない

・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）

脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

・工　　法7 その他防水

6 ケイ酸質系塗布防水

3 テラゾ張り 種石の種類   ※大理石　　・                                        　     (10.2.1)

形状・寸法　 ※図示

表面仕上げ   ※本磨き    ・                        　                   (表10.2.2)

4 壁の石張り工法

  ・外壁湿式工法   ※流し筋工法　・あと施工アンカー工法  

　　　　　　   　  ・あと施工アンカー,横筋流し工法

  ・乾式工法（　　　　　 　                   　  　 　　）

外壁石張り                                     　 (10.3.2)(10.3.3)(10.5.2)(10.5.3)

  ・空積工法     ※あと施工アンカー横筋流し工法  ・あと施工アンカー工法

  ・乾式工法 （　　　　　　　　　　 　                  　）

内壁石張り                                    　  (10.4.2)(10.4.3)(10.5.2)(10.5.3)

・石裏面処理　　　　・行う（・小口共）

・裏打ち処理　　　　・行う

・ドレンパイプ　　※ステンレスSUS304　　　　・　　　　　

・石裏面処理　　　　・行う（・小口共）

・裏打ち処理　　　　・行う

5 床及び階段の石張り 床石張りの裏面処理    ・行う                           　                 (10.6.2)

屋内のワックス掛け    ・行う                           　                 (10.1.5)

仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　

仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　

伸縮目地の位置　    ・標仕表11.1.1による　　・図示による  　              (11.1.3)
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※

※

※

※

※

※

※

※

・屋内
・屋外 ・壁

・床
・ ・ ・ ・ ・ ・

・屋内
・屋外 ・壁

・床
・ ・ ・ ・ ・ ・

・屋内
・屋外 ・壁

・床
・ ・ ・ ・ ・ ・

・・・・・・
・壁
・床・屋内

・屋外

耐凍害性

有無

  色　調

特注標準

うわぐすり

有無施釉無釉

  役　物
用途による区分

タイルの試験張り　　※行わない　　・行う(※外壁タイル　　　・　　　　　 ）

タイルの種類                                        　                    (11.2.1)

タイルの見本焼き    ※行わない    ・行う(※外壁タイル                   )

施工箇所
　(mm)
形状寸法

※セラミックタイル型枠先付け工法に用いるタイルは耐凍害性を有するものとする

2 セラミックタイル張り

1 目地位置

 種 別 　　施工箇所  仕上げ塗料  仕様区分

 ※非歩行

 ・軽歩行

　厚さ(mm)

                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)

                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)

 種 別 　　施工箇所

 ・シルバー　・カラー

 仕上げ塗料

　　備考

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

 種 別 　　施工箇所 　　備考

　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b

機械固定工法に用いる断熱材

　　　　　　※JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材

　　　　　　※JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材

　　　　　　・ポリエチレンフォーム断熱材

接着工法に用いる断熱材

1 施工一般

2 天然石張り

9 シーリング

章
　
石
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事

        施工箇所       シーリング材の種類(記号)

※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)

8 保証期間

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験

接着性試験　※行わない　　・行う                       　                  (9.7.5)

目地寸法　　※図示による　・　                         　                  (9.7.3)

　 施 工 箇 所     産地・名称   種　類   厚さ (mm)

石の品質   床用石材 ※２等品　・        その他の石材  ※１等品　・      (10.2.1)

 　仕上げの種類

石の種類・表面仕上げ　　　　　　　　　　　        　　　　 (10.2.1)(表10.2.1～2)

石材の割付　　　・図示による。　　※標仕10.1.3(1)の(ｱ)及び(ｲ)による     　(10.1.3)

　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号

10

脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

　　 仕上げ塗料 種 別 　　施工箇所

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)

露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材

3 改質アスファルト

  シート防水

　　　材質　　  　　　※JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材

　　　　　　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号

　　　厚さ（mm）　　　※35

仕上げ塗料の使用量　　　※メーカー仕様による　　・　　

(9.2.5)・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　

　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　

・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え

2 保護層等の施工

(9.2.2)1 アスファルト防水

屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材

端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 

アスファルトの種類  ※3種

材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）

　　　厚さ（mm）　※35

屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　

絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス

　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号

　　　材質　　  　※JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材
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・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２

絶縁工法における脱気装置

　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない

・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３

ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示による (9.2.4)

仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による

防水層の種類、種別　　　　　　                            　   (9.2.3)(表9.2.3～9)

2 コンクリートブロック

　帳壁及び塀

  ブロック造の材料

1 補強コンクリート

　　　　　　 ・16 N/mm２    防水ブロック  厚さ  ・100  ・150

(a)種類　　　・16 N/mm2  　普通ブロック　厚さ　・100  ・120  ・150  ・     (8.2.2)

  表8.2.2以外のコンクリートの設計基準強度(Fc)  ※21N/mm2   ・              (8.2.4)

(C)各部の配筋　※標仕 各部配筋参考図 7.3による　・図示

(b)コンクリートの設計基準強度(Fc)  ※21N/mm2    ・ 

(a)種類　　　※表8.3.1 による       厚さ  ・100   ・120   ・150            (8.3.2)

4 押出成形セメント板

 ・間仕切り

 ※フラットパネル

 ※フラットパネル

 ・50・60

 ・50・60

 ※有り

 ・無し

 ※無し

 ・有り

  厚さ(mm)   工 法    耐火性能  施工箇所

 ・外　壁

※厚物(厚さ50mm以上)

       表面形状

 ・Ａ種

 ・Ｂ種

 ・Ｂ種

 ・Ｃ種

・薄物(厚さ50mm未満) 

短辺

短辺

長辺

長辺

開口の大きさ

パネル幅の１／２以下

５００mm以下

５００mm以下

(ﾊﾟﾈﾙ幅ー３００mm）以下

切断後のﾊﾟﾈﾙの残り部分の幅

３００mm以下

３００mm以下

３００mm以下

１５０mm以下パネルに開口

を設ける場合

パネルを切り

欠く場合

  種類　※無石綿タイプ　　　　　  　　      　　　　　　(8.5.2～8.5.4)(表8.5.1～2)

・パネルの開口及び欠き込み  　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　   (8.5.5)

3 ALCパネル

    取付け工法(種別)

・外壁パネル

・間仕切パネル

・屋根パネル

・床パネル

    種　類

 ・2350   ・3530

 ・980

 ※100 ・ 

 ・100 ・150

 ※100 ・ 

 ※100 ・ 

  厚さ(mm) 　耐火性能

 ・有　・無

  単位荷量(N/ｍ2)

 ・A種 ・B種

 ・C種 ・D種 ・E種 

 ※標仕表8.4.4 による

　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　    (8.4.2～8.4.5)(表8.4.2～4)

耐火目地材　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (8.4.2)

外壁目地幅　　・　　　mm　・製造所の仕様による　　　　　　　　　　　　　　 (8.4.3)
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耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )

17 さび止め塗料 ・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.4)

  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674

  ・DP塗装の場合　JIS K 5552 + JIS K 5551(2回)

18 耐火被覆

   の設置

19 アンカーボルト等

20 溶融亜鉛めっき工法

　　種　　別

・耐火材 ・乾式吹付けロックウール

 ・半乾式吹付けロックウール

 ・湿式ロックウール

  吹付け

・耐火板張り

　　所要性能及び適用構造部位

・ラス張りモルタル塗り

・耐火塗料

                                                                    (7.9.2～7.9.8)

  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする

  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)

・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)

  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)

  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)

(社)公共建築協会の評価を受けているもの

・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種

　Ａ種

　Ｂ種

  Ｃ種

             材    料

 普通ボルト、アンカーボルト

     適用部位 亜鉛めっきの種別

 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板

 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板

 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板

高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理

・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。

施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.5)

・ブラスト処理　標仕7.12.5による。

   の溶接 (b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接

16 デッキプレート (a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                 (7.7.8)

外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数15 溶接部の試験

超音波探傷試験　自主検査　※全数

　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示

　        試験箇所

 ・図示

　   試験方法

  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）

(7.6.11)(7.6.12)

 ※標仕7.6.12(ｲ)による

エンドタブの切断　　・行う（                     ）　・行わない

  試験・強度試験 ※コンクリートの強度試験の試験回数は、下記による。

　20m3 以下の場合の試験については、監督職員の指示による。

  20～50m3 の場合は任意の一車より試料を採取し、各３個供試体を作成する。

  50m3 以上は 標仕6.9.3(1) による。

                                                  (6.9.2)(6.9.3)(表6.9.1)(表6.9.2)

セメントの種類　※高炉セメントＢ種 (6.13.2)

スランプ　※15㎝

普通コンクリート

材料・品質                                                        (6.14.2)(6.14.3)

  ・　

  ※18　 ※15又は18

 ・　

 設計基準強度

 Ｆc (N/mm )2
種    類   スランプ   施　工　箇　所

粗骨材の最大寸法(mm)   (捨ｺﾝｸﾘｰﾄ及び防水押えｺﾝｸﾘｰﾄの場合  ※25  ・     )

・適用箇所（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6.13.1)

(6.13.2)

 　種別

設計基準強度　Ｆc (N/mm )　　     　・18    ・21    ・          (6.10.2)(表6.10.1)

種 別    ※1種   ・2種       施工場所(                                    )

 　　　気乾単位容積重量 (t/m ) (※1.8～2.1t/m3程度  ・                 )3

2

1 鉄骨製作工場 ・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)

　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )

・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)

2 施工管理技術者

3 鋼材

　材　質

 ・SSC 400

 ・SS　400

 ・SN  400　

  　規　格

  ※JISの規格品 

  ※JISの規格品 

  ※JISの規格品 

       品名又は使用箇所

 ・STKR 400

 ・　

  ※JISの規格品 

  ※JISの規格品  ・SN  490

※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)

    

鋼材の材質、規格                                                  (7.2.1)(表7.2.1)
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9 材 料 試 験 等

(7.3.2)※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部

　「建築鉄骨設計基準」による

11 仮組み ・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)

12 高力ボルト接合 すべり係数試験　・実施する　※実施しない (7.4.2)

試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）

10 工作

13 施工管理技術者

14 溶接施工

4 高力ボルト ※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)

5 普通ボルト ※標仕表7.2.3による (7.2.3)

6 アンカーボルト (7.2.4)

※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)

※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)

　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。

    　・ABR400　・ABR490

材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490

7 ターンバックル 胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)

8 デッキプレート ※JIS G 3352　　　　・（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　(7.2.7)(6.8.3)

構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　) 

合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)

その他　　・ 

エンドタブの種類　　※鋼製タブ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　(7.6.7)

　承諾を得ること。

　　・セラミックスタブの使用実績

　　・鉄骨製作工場における施工実績

　　・AW検定協議会の代替エンドタブ技量認定資格者または日本エンドタブ協会によるエン

　　　ドタブ施工講習（溶接技能者・固形タブ・A級）修了者の資格証

　代替タブを使用する場合は、セラミックスタブとし、以下の書類を提出し、監督職員の

7 型枠

8 フレッシュコンクリート

9 軽量コンクリートの

10 マスコンクリート

11 無筋コンクリート

より保証ができない場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。

防水の保証期間は原則、表面仕上材塗替なしで10年とする。ただし、既存の劣化等の状況に

スカラップ      ※改良型スカラップ

1 表面仕上げ 見え掛り面の表面仕上げ程度は、プレーナー加工のうえ、超自動機械かんな

サンダー等により、使用箇所、樹種、仕上げ等に適したものとする。

(12.1.4)

　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　　　　　　・ＢＩ－１　・ＢＩ－２

可塑剤移行防止用シート　※発泡ポリエチレンシート　　　・　

                                   　　　       　　　　　       　　　　 (9.6.1)・適用部位及び防水層の位置

※Ｃ－SUI

・Ｃ－SUP

                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.1)

   タイルの種別 工　　法タイルの寸法

※壁タイル接着剤張り

・モザイクタイル張り

・マスク張り
   内装タイル以外の

   ユニットタイル

   内外装タイル

  小口平

  二丁掛

　100角

  50 二丁以下

・密着張り

・改良圧着張り

※壁タイル接着剤張り

タイルの接着力試験　※行わない　　　・行う（※外壁タイル　　・　　　　　）(11.1.7)

※下表による。　　・　                                  (11.2.6)(11.3.7)(表11.2.3)

 ・1180   ・1960

　　　厚さ（mm）　※50

・屋根露出防水　   ・AFX-045GF(タジマ)、SPEM-2(日新)同等品

 ・アスファルトルーフィング

Ａ－０２N/S亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事
田中　保雄

一級建築士登録　117471
工事名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
図面名称

★ ★

備考承認

★★

担当

★

訂正

★

日付

★

縮尺

★

図示

図示

X-2 水廻り

建築工事　特記仕様書　２



材 質　  ※ＳＵＳ製　　　　　　・鋼板めっき製　　　・　

形 式    ※角形   ・丸形　　　  　   寸 法     ※ 600角  ・   

・上下式　　　・抜き差し式　　　・固定式

材 質   (・ステンレス  ･                    )

SUSチェーン（・有　　・無  )

材 質         ・アルミ  ・ステンレス

　　　　 ・レジンコンクリート系　　厚さ (mm) 　※30　　・　

耐火性能      ・有り (            ) ・無し

クリアランス  ・50  ・100  ・ 

　　 　　・　　　　　　　　　　　　厚さ (mm) 　・　 

材 種　  ・塩化ビニル系
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            受け枠(・                )

天井点検口  ※アルミニウム製  (※額縁タイプ  ・目地タイプ )

操作方法 (                   　　　　　　　　　)

材 質      ※アルミニウム合金       操作方法    ・ロープ式  ・ハンドル式 

形 式　    ※斜降式　　　　・垂直式

材　種　   ※ステンレス製 SUS 304　　　・ 

材 種　    ※ステンレス製（SUS 304）　　　   ・　

形 式      ・テーパー式 　・同一断面式     長 さ (　　　　　　　　　　　）

製造所　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　）

21
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1 路床 ・遮断層　 　厚さ(mm) ・　　　　　材料 ※川砂、海砂、良質な山砂 ・        (22.2.2)

・路床安定処理 　 厚さ(mm) ・　　　　　　添加材料の種類

・盛土材料　      種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　       　(22.2.3)(表3.2.1)

10 透水性アスファルト

　　　　　　　　舗装 平たん性　　　　　※著しい不陸がないもの

試験練り　　　　・行う　　　　　　※行わない　　　　　　　　　　　　　　　(22.7.4)

開粒度アスファルト混合物の抽出試験　・行う　　　　　　・行わない　　　　　(22.7.6)

舗石の基層　※コンクリート舗装　・アスファルト舗装

インターロッキングブロック　材質　　　　　　　　形状

　　　　　　　　　　　　　　表面加工　　　　　　種類　　　　　　寸法

クッション材　※砂　　　　　　　　・空練りモルタル

舗石の種類　　・形状　　　　　　　・寸法

平たん性　　※歩行に支障となる段差がない(３㎜以下)                               

コンクリート平板の種類及び寸法　・Ｎ300  　　・　                         (22.8.3)

1 植栽地の試験

2 植栽基盤の適用

・標仕23.1.3を適用しない                                                  (23.1.3)

有効土層の面積及び厚さ　・面積　　　　　　　・厚さ　　　　　        　 （表23.2.1)

稙裁基盤の整備　・適用しない　・適用する（　　　　　　　　　　　　　　）  (23.2.2)

植栽基盤の工法　　　種別※Ａ種(樹木)　※Ｂ種（芝等)　・Ｃ種　　・Ｄ種　（表23.2.2)

3 材料 植込み用土　　　※現場発生土の良質土　　・客土　                          (23.2.3)

土壌改良材　　　　　※バーク堆肥又は汚泥発酵肥料　・　　　　　　　　　　　(23.2.3)

幹巻き用材料　　※幹巻き用テープ　　　　・わら　　・こも　　　・　

樹木の樹種、寸法、株立数、数量　※図示による　　・                        (23.3.2)

支柱材　　　　　※加圧式防腐処理丸太材　　　　　　・真竹　

4 植樹
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5 新植の工法

          ・布掛け            ・ワイヤ掛け      ・地下埋設形支柱　

枯補償の期間　　　　　※引渡しの日から１年　　　・　                      (23.3.4)6 新植樹木の枯補償

枯損処理を行う期間　　※引渡しの日から１年　　　・　                      (23.3.6)7 移植樹木の枯損処理

8 芝張り

吹付けは種用種子　　※洋芝類（量　　　　　　）　・　　　　                (23.4.2)

芝　　※こうらい芝　・野芝　                                              (23.4.2)

芝張りの工法    ※標仕 23.4.3 による                                      (23.4.3)

9 屋上緑化 土壌層の厚さ（　　　　　　　㎝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(23.5.2)

・排水層　　・軽量骨材　　・板状成形品　　　　　　　　　　　　　　　　　　(23.5.3)

・土壌層　　・人工軽量土　※改良土

11 ブロック系舗装

12 砂利敷き

6 畳敷き材料 畳の種別　                                                    　(19.6.2)(表19.6.1)

　・Ａ種 　　・Ｂ種　　 ・Ｃ種　　 ・Ｄ種(・KT- Ⅲ)

7 石こうボードその他 　                                                            　(19.7.2)(表19.7.1)

※石こうボード、その他ボード、合板の類で天井及び壁に使用されるものは、下記

　以外すべて防火材料の認定表示のあるものとする。

　※合板類で、防火材料の特記がない場合

 ・石こうボード

・合板類の張り付け　　 ・ Ａ種　　  ※ Ｂ種　                           (表19.7.3)

　　　　　　　　・（　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

  のボード張り

       種  類

 ・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

 ・メラミン樹脂化粧板

 ・ポリエステル樹脂化粧合板

 ＧＢ-Ｒ

 ※1.2　・1.6

 ※2.7　・4.0　

 ＭＤＦ

　JISの記号 　　厚さ（mm）、規格等

　　※規制対象外　　・第三種

　合板類、繊維板、及びパーティクルボードのホルムアルデヒドの放散量

    ・目透し工法（　　　　 　　　　　 ）

工法　　　　　　　　　            (19.7.3)(表19.7.2)(表19.7.3)(表19.7.4)(表19.7.5)

・石こうボードの目地工法            　　　　　　　　                    (表19.7.5)

 ・12.5(不燃)　・9.5(準不燃)

 ・吸音用孔あき石膏ボード  ・9.5   ※12.5 

 ・不燃積層せっこうボード  ＧＢ-ＮＣ  ・9.5(不燃) 化粧無(下地張り用)

             化粧有(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

 ・強化石膏ボード  ＧＢ-Ｆ  ・12.5(不燃)　・15(不燃)　・　　

 ・シージングせっこうボード  ＧＢ-Ｓ  ・9.5 　※12.5 

 ＧＢ-Ｄ  ※9.5 　・12.5 

 ・けい酸カルシウム板  0.8ＦＫ  無石綿 ※6  ・8  

 ・ロックウール吸音板  ＤＲ  ※ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ(※9(不燃) ・12 ・   )

 ・凹凸ﾀｲﾌﾟ(※12(不燃) ・15 ・   )

 ・硬質木毛セメント板

 ・普通木毛セメント板

 ＨＷ

 ＮＷ

 ・15 ・20 ・25 ・  

 ・15 ・20 ・25 ・  

 ・単板張り

 　パーティクルボード

・無研磨板VN　　・研磨板VS

 ・10 ・12 ・15 ・18  

 ・化粧石こうボード

8 壁紙張り

        施 工 箇 所       品　　質

壁紙のホルムアルデヒドの放散量　　※規制対象外　・第三種

 防火性能

 ・不燃 ・準不燃 ・難燃

 ・不燃 ・準不燃 ・難燃

 ・不燃 ・準不燃 ・難燃

 ・不燃 ・準不燃 ・難燃

 ・不燃 ・準不燃 ・難燃

 ・化粧けい酸カルシウム板 0.8FK ・

※9.0㎜未満の合板上張り留め付けはタッカー留めとする。

※量産ｸﾛｽ　・　

9 断熱材

　　　　　　種　類

ポリスチレン

・押出法

フォーム

保温板

 厚さ（mm）   　品質等

 ・

                                                                  (19.9.2)(19.9.3)

 ※25

 ・

・現場発泡断熱材

・断熱材兼用型枠  ※40以下

・特定フロンを使用

　しないもの

・ノンフロンのもの

・特定フロンを使用

　しないもの

・ノンフロンのもの

 難燃性・3級・2級

※A種1又はA種1H 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系

・ｺﾝｸﾘｰﾄ系

・木質系

 ※３種b

　　施工箇所

 ・接地部分

 ・

 ※断熱材補修部分

 ・一般部

 ※壁(図示の範囲)

10 ポリカーボネート

   樹脂板     施 工 箇 所     色    耐 候 性    防 火 性 能

 ・無し

 ※一般型

 ・超耐候性

 ・着 色

  厚　さ

 ・　

 ・3  ・5  ※有り（大臣認定）

・大臣認定　（・ＤＷ　　　・ＵＷ　　　　）

 ・無 色

・ブロンズ

ロックウール、グラスウール、ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材の

ホルムアルデヒドの放散量　　※規制対象外　・第三種

 仕上り高(mm)   施 工 箇 所   表面仕上げ材

 ・帯電防止床タイル

 ・タイルカーペット

 耐荷重性能 耐震性能

                                                                          (20.2.2)

  フロア

1 フリーアクセス

・3000N

・5000N

 ・ＤＶ

 ※硬質ポリ塩化ビニル管  ※ＶＰ  ・ＶＵ

     管の種類

 ※外圧管(※１種 ・２種) ・遠心力鉄筋コンクリート管  Ｂ形(ゴム接合)

 管形状(接合方式)        材  質

1 排水管

　　　　内壁（幅ｘ深さ）

　シーリング剤(内外とも)　シーリング剤(見え掛りのみ)

　※20ｘ10　　・　

　　外壁（幅ｘ深さ）

　※20ｘ10　　・　目地寸法(mm)

目地材

　目　地

・無し

・有り

　防水性能

・非耐火型

・耐火型

　耐火性能

※完全(全貫通型)スリット

　　タイプ

・水平方向

・垂直方向

方　向

製造所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

     基　 礎      網    高   さ    形　 式

材種（※塩化ビニル製　　　・アルミニウム合金　　　）

    受 わ く  寸 法(mm)    材　種     施 工 箇 所

  種　類    適用内容    規格・品質等

 ・優良住宅部品

 ・ 

 ※市販品

 トラップ付

 バックガード付

 SUS製 1段式

   寸　法

 ※600  ・700   ・ 

 ※1200 ・900

 流し台

 コンロ台

 つり戸棚

 水切棚

 ※1200 ・1500  ・1800

 ※1200 ・900   ・600

      名 称・品 質       施 工 箇 所

防炎加工　　消防庁認定の　イ　とする

・カーテンレール    ・アルミニウム製　※ステンレス製　※Ｃ型又はＤ型 

    ひだの種別

 ・箱ひだ等 ・片ひだ

 ・箱ひだ等 ・片ひだ

  形  式

 ・片引 ・引分

 ・片引 ・引分

表面材   ※ビニルレザー張り（防炎加工）　・ 

形式　   ・両開き　　　　　　　　　　　　・片開き

折りたたみ幅(mm)      ※約 230     ・約 120　　・　

  暗幕用カーテンの重なりは300mm以上とする。なお、重ねか所は下記による。

・両端　　・上部　　※召合わせ

2 排水枡及びふた

                     種  類

 ・簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式) ・中ふた付密閉形　

 ・水封形       ・密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式)　

 ・T-14用   ・T-20用

 ・T-2用    ・T-6用

        材 質

 ・鋼製

 ・ステンレス製

 ﾒﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ

 ※細目

 ※普通目

 ・細目

 上面形状  種 類

 ・溝ふた用

 ・枡ふた用

 ・かさ上げ用

 ・Ｕ字溝用

 ・歩行用

 ・T-2用

 ・T-6用

 ・T-14用

 ・T-20用

 適用荷重 形 式

 ※受枠付き

 ・ 

 ボルト固定

 ※無し ・図示

 ※凹凸形

 ・凹凸形

 ※平形

3 埋戻し土

鋳鉄製マンホールふた                                                      (21.2.1)

グレーチングふた                                                          (21.2.1)

種 別　 ・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　　　　　　           　　(21.2.1)(表3.2.1)

 ・排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手

排水管用材料                                                 (21.2.1～2)(表21.2.1)

・フィルター層　厚み　・車道150㎜歩道50㎜　・　　　        　(22.2.2～3)(表21.2.2)

2 路床土の支持力比試験

3 路床締固め度の試験

4 砂の粒度試験

5 路盤材料

・行わない　　　・行う　

・行わない　　　・行う　                                                  (22.2.5)

・行う（・乱した土　　・乱さない土）  ・行わない                          (22.2.5)

種別及び呼び名　　※クラッシャランＣ－40又はクラッシャランスラグＣＳ－40

　　　　　　　　　  再生クラッシャランＲＣ－40

締固め度の検査　   ※行う　（　　　箇所）　　　・行わない

路盤の厚さ　　  　車道部(※150   ・　　　)mm  歩道部(※100 ・   )mm    (22.3.2～5)

6 路盤の構成及び仕上がり ・標仕22.3.2(3)は適用しない  　　　　　                                   (22.3.2)

　表層　※密粒度アスファルト混合物（13）又は密粒度アスファルト混合物（13Ｆ）

試験練り　　　　　　　　　　　・行う　　　　　　※行わない　

  　 　 ・細粒度アスファルト混合物（13）

8 コンクリート舗装

厚さの試験　　　　　　　　　　・行う　　　　　　※行わない　　　　　　　　(22.5.6)

平たん性　　　　　※通行に支障となる水たまりを生じない程度

9 カラー舗装

　　　　車道部の基層　・有り　　※無し     

　　　　舗装の種類　・加熱系(・アスファルト混合物　・石油樹脂系混合物　　　　）

　　　　　　　　　　・常温系（・ニート工法　　・塗布工法  　　　　　　　　 　）

部　位 厚　さ(mm)     施 工 箇 所

コンクリート　※表22.5.1による　　　・                    　    (22.5.3)(表22.5.1)

注入目地材　　※低弾性タイプ　　　　・高弾性タイプ       　    　　　　 (表22.5.3)

構成及び厚さ　※標仕22.6.2による　　　・                 　     (22.6.2)(表22.6.1)

アスファルト　　・歩道部　※ストレートアスファルト　　　　　　(22.7.3)(表22.7.1)

構成及び厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　     (22.5.2)

  　・継目処理工法（　　　  　　　　　　) ・突付け工法（　　　　　　　　　　）

支柱　　　・添え柱型          ・鳥居型          ・八ッ掛け形              (23.3.3)

材料     ・Ａ種（通路）　　・Ｂ種（建物周囲その他）                       (22.9.2)

厚さ　※歩道部３０㎜　　　　　　　　　・                    　      　　　(22.7.2)
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スロープ及びボーダー     ※製造所の標準仕様  ・図示

                                                                          (20.2.3)2 可動間仕切り

    構造形式

　※パネル式

　・スタッド式

　・スタッドパネル式

　遮音性　　・あり（　　　　　）　　・なし

 表面材種 厚さ(mm)

 ※鋼板

 (※0.6  ・0.8)

 ・ 

 ﾊﾟﾈﾙ部の総厚さ(mm)

 ・ 

     表面仕上げ

   アクリル樹脂焼付け

 ※メラミン樹脂又は

・石こうボードの石こう系接着剤による直張り工法　（19.7.3(5)による） 

モルタル及びせっこうプラスター面の素地ごしらえ　　    ・Ａ種　 ※Ｂ種   (表18.2.4) 

石こうボード及びその他ボード面の素地ごしらえ  ・Ａ種   ※Ｂ種　        （表18.2.5) 

3 移動間仕切り

4 トイレブース

                ・ポリエステル樹脂系化粧板(アルミ製コナーエッジ付き) 

　パネル表面材　※高圧メラミン樹脂系化粧板 (アルミ製コナーエッジ付き)     (20.2.5)

　パネル圧着装置の操作方法  (・                                         )

　パネル表面材 (・                           )  遮音性 (・              )

　操作方法　・手動式　・電動式　・部分電動式                              (20.2.4)

5手すり 　脚 部　(ｽﾃﾝﾚｽ製)       ※幅木タイプ 　・脚金物タイプ

  種　類

  手すり  ・鉄

 ※ステンレス（SUS 304)

    材料の種別     表面処理

 ※ＨＬ程度  ・鏡面程度  ・ 

 亜鉛めっき 外部 ※Ｃ種　・　

　　　　　　内部 ※Ｅ種  ・ 

     種  類

 ※ギヤ式 ・コード式

 ・操作棒式

 ※横型

 ・縦型  ・１本操作コード

 ※アルミニウム合金 ※25 

 ・ 

 ・アルミスラット　・80

 ・クロススラット  ・100

   施 工 箇 所  スラットの材種・幅(mm)  形 式

 ※２本操作コード

6 階段滑り止め 

  寸法(幅) ※35mm  ・             取付け工法   ※接着工法　・埋込み工法

  材種、形状   ※ステンレス製ビニルタイヤ入り　  ・                       (20.2.7) 

誘導標識、非常用進入表示等は市販品とし、その他は図示とする。

              ・なし

       　種 類

 ・黒板

    ボード

 ・ホワイト  ※ホーロー

   寸 法(mm)

 ※緑 ・黒

 ※緑 ・黒

 ※白

 ※平面 ・曲面 ・ 

   色 彩      備 考

 ※焼付け

 ※ホーロー

7 黒板及び 

　ホワイトボード

8 表示 衝突防止表示  ※図示 (市販品 ※ステンレス製 径約30mm ・                ) (20.2.11) 

                                                                          (20.2.9) 

  タラップ  ・鉄

 ※ステンレス（SUS 304)  ※研磨無し  ・ 

 亜鉛めっき 内外部 ※Ｃ種　・　

9　タラップ

(20.2.12)

10 ブラインド 

                                                                         (20.2.14) 

11 ロールスクリーン 材種・品質 (                                                           ) (20.2.15) 

12 カーテン 

                                                                         (20.2.16) 

カーテン生地の はぎれ   ※半幅未満は使用しない  ・ 一幅未満は使用しない 

13 アコーディオンドア 

14 点検口 

15 流し台ユニット 

16 天井見切縁 

17 くつふきマット 

18 フェンス 

19 旗ざお受金物 

20 旗ざお 

21 丸環 

22 救助袋 

23 屋根マンホール 

24 視覚障害者用 

   誘導床材

25 車止め支柱 

26 エキスパンション 

   ジョイント金物

27 耐震スリット 

平たん性　　　　　※通行に支障となる水たまりを生じない程度

切取り試験　　　　　　　　　　・行う　　　　　　※行わない　　　　　　　　(22.4.6)

アスファルト混合物の抽出試験　・行う　　　　　　・行わない

7 アスファルト舗装 構成及び厚さ　・車道部の基層なし　基層　－　　　　表層　50ｍｍ　          (22.4.2)

　　　　　　　・車道部の基層有り　基層　50ｍｍ　　表層　30ｍｍ

　　　　　　　・歩道部　　　　　　基層　－　　　　表層　30ｍｍ

配合その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(22.4.4)

加熱アスファルト混合物等の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (表22.4.4～5)

目地材　　　・砂　　　　・モルタル                                        (22.8.2) 

※6.0

設備置き場  ※150　　　・　

 ※20

 ・２種b  ・一般部  ・25

床点検口    ・アルミニウム製  ・ステンレス製

図示

N/S亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事
田中　保雄

一級建築士登録　117471
工事名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
図面名称

★ ★

備考承認

★★

担当

★

訂正

★

日付

★

縮尺

★
Ａ－０３建築工事　特記仕様書　３



計画地

亀山駅

亀山警察署

鈴鹿川

亀山中学校

案内図　S=1/5000

自転車置場

受水槽

駐車場40台

駐車場

訓練広場

防火水槽

歩道

水路

水路

車椅子駐車場主訓練塔

副訓練塔

ブリッジ

車庫棟

ゴミ置場

JR西
日本線路

管理棟

ホース延長訓練場兼駐車場

油庫設置位置

1,000

1
,
0
0
0

2,620

2
,
4
3
0

配置図　S=1/700

Ｎ

★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

一級建築士登録　117471

田中　保雄
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 亀山市消防庁舎　案内図・配置図 Ａ－０４1/700

サービスタンク
設置位置

非常用発電機
設置位置



★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

一級建築士登録　117471

田中　保雄
A3=1/50亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 Ａ－０５

既設建物

-50

既設雨水桝

既設雨水桝
KBM±0

縁石150
×150

(既
設)

-50

縁石150
×150

(既
設)

既設止水弁
VC-P
撤去

既設　散水栓
ボックス共
撤去

既設建物

1
,
0
0
0

2
,
4
3
0

1,000 2,620

-50

既設雨水枡に接続

油水分離槽（３槽式）
※流出入管はSUS管φ125とする。

既設雨水桝

既設雨水桝
KBM±0

縁
石

1
5
0
×

1
5
0
新

設

縁石150
×150

(既
設)

（溝W=1
00）

設計GL=KBM-50

±0

+50

縁
石

1
5
0
×

1
5
0
新

設

（溝W=1
00）

-50

±0

+50

(既設雨水管
迂回)

自立型看板

縁石150
×150

(既
設)

300角集水升

凡例

コンクリート基礎範囲を示す
　コンクリートｔ=150（Fc24-S18)　

　コンクリートｔ=150（Fc24-S18)　
　ワイヤーメッシュφ6-150×150

コンクリート土間範囲を示す

改修後平面図改修前平面図

縁石150
×150

(新
設)L=

350
0程

度

VPφ100
一部撤去

ハンドホール新設（電気図参照）ハンドホール撤去（電気図参照）

±0

凡例

撤去を行う植栽を示す
特記なき限り低木とし、伐根共とする。

VPφ100

亀山市消防庁舎　油庫架台平面図

縁石150
×150

(撤
去)L=

350
0程

度
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C1 C1

C1C1
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１ ２

架台地上部平面図

3,000

★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

一級建築士登録　117471

田中　保雄

G
1

B
1

［-150×75

［-150×75

手すり

C1

C1
2
,
4
3
0

1,870 750

2,620

2
5
0

7
5
0

260 210×13＝2,730

１ ２

Ａ

Ｂ

架台屋上部平面図

A3=1/50

C1

C1

G
1

G1

手すり

V1
V1

［-150×75

［-150×75
G1

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事

※特記なき鉄部は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

2
5
0

500

D13

D10＠200 3-D13

基礎詳細図

D13

コンクリート土間架台基礎

亀山市消防庁舎　油庫架台図　１

D10＠200(タテヨコ)

ワイヤーメッシュφ6-150×150

100 150

1
0
0

縁石150×150

溝

5
0

1
5
0

D10＠200(タテヨコ)

フランジ ウェブ

FJPL(内) F-HTB WJPL W-HTB
部　材符　号 備　　考

鉄骨部材リスト 特記事項

３．継手はSCSS-H97に準拠すること。　４継手添板は母材と同材料とすること。

G1 4-M16

GPL-6 HTB 2-M16 @60H-148x100x6x9B1

C1

H-300x150x6x9(SN400B)

H-300x300x10x15 GPL-25x400x400　A.Bolt　4-M16　L=400

１．特記なき鋼材は、SS400,STKR400,SSC400とする。　２．高力ボルトはF8T（メッキボルト）とする。

FJPL(外)

9x285x150 6x200x165 6-M16

V1 1-M20(T.B付) FB-9x80 GPL-12 HTB 1-M20 JIS規格品（ﾌﾙﾌﾞﾚｰｽ同等品）

9x285x60 溶融亜鉛メッキ処理

溶融亜鉛メッキ処理

溶融亜鉛メッキ処理

溶融亜鉛メッキ処理

1
5
0

△既設アスファルト舗装面

▽KBM=±05
0

1
0
0

根太L-50×50×6＠500

床：縞鋼板t=6.0
水抜き穴加工

根太L-50×50×6

オイルポンプ位置

Ａ－０６



★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

田中　保雄

一級建築士登録　117471

水抜き穴加工

PL:t=16
2
0
7
.
6

縞鋼板t=6.0

30

21025
0

2
0
0

2
5
0

5
0

横桟：FB－50×12

手摺：FB-50×12

支柱：FB－50×12
＠750以下

横桟：FB－50×12

D10＠200

D13

3-D13

3-D13

無収縮モルタル t=50

4
58

0

1
2
5

75 150 75

300

2
5
0

5
0

500

1
5
0

BPL-16x300x125
A.BOLT 2-M16 L=400
(Wﾅｯﾄ･L形)

階段部分詳細図手すり詳細図

※特記なき鉄部は全て亜鉛メッキ処理とする

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事

※特記なき鉄部は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

8
5
0

3
5
0

3
5
0

1
5
0

縞鋼板t=6.0

縞鋼板t=6.0
水抜き穴加工

支柱：FB－50×12

横桟：FB－50×12

手摺：FB-50×12

横桟：FB－50×12

GPL-12

1
2
0

2-M12

1
,
1
0
0

1
5
0

4
7
5

4
7
5

A3=1/50

［-150×75

246 2,430 346

3,022

Ａ Ｂ

架台断面図（2）

砕石t=100

C1C1

G1

600 600

コンクリートｔ=150（Fc24-S18)　鉄筋：D10＠200(ﾀﾃﾖｺ)

※特記なき鉄部は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

捨てコンクリートt=50（Fc18-S15)

油庫

2
,
8
5
0

1
0
0

3
,
1
0
0

1
5
0

2
,
9
5
0

9
4

2
0
7
.
6
×

1
4
≒

2
,
9
0
6

床：縞鋼板t=6.0

C1 C1

250 2,620

１ ２

架台断面図（1）

根太L-50×50×6＠500

砕石t=100

BPL-25

手すり

3,250

6,120

G1

［-150×75

600 500

※特記なき鉄部は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

［-150×75

コンクリートｔ=150（Fc24-S18)　鉄筋：D10＠200(ﾀﾃﾖｺ)
捨てコンクリートt=50（Fc18-S15)

1,870 750 210×13＝2,730310

［-150×75

手すり

油庫

5
0

1
0
0

3
,
1
0
0

1
5
0

2
,
9
5
0

2
,
8
5
0

▽既設パラペット天端

油庫

既設開口部 既設開口部

立面図

既設開口部既設開口部 3
,
0
0
0

1,000 2,620

亀山市消防庁舎　油庫架台図　２

D10＠200(タテヨコ)

Ａ－０７

アンカーボルト(ABR400)4-M16

▽KBM+50

△設計GL=KBM-50

※階段上り口の手すりには丸環プレート(φ50程度)１対を設けること

丸環
φ50程度



あと施工アンカー(油庫固定用)：

★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

田中　保雄

一級建築士登録　 117471
A3=1/200

6,100

トップライト

トップライト

トップライト

ハト小屋

中庭

非常階段

空調機械室１

空調機械室２

目隠し壁基礎

パラペット

ハト小屋

通信塔

5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850

40,950

5
,
1
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,
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,
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5
,
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3
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,
5
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0

Ｎ

ハッチ

①

② ③
④

④ ④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩ ⑩ 非常用発電機(撤去の上新設)

油庫950L

2
,
3
0
0

1,300
(既存基礎)

(
既

存
基

礎
)

3
,
2
1
0

1,080

(新設架台)

(
新

設
架

台
)

新設設備架台：H-100×100×6×8

新設設備架台：H-100×100×6×8

455 455

（既設設備基礎）

2,300

RPL-9GPL-9
2-M16

RPL-9

＝　平面図　S=1/100　＝

発電機基礎詳細図

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 亀山市消防庁舎　屋上設備基礎図

RPL-9

＝　断面詳細図　S=1/20　＝

※特記なき鉄部は全て溶融亜鉛メッキ処理とする

サービスタンク(油庫)100L

△
既

設
梁

位
置

▽既設梁位置

D13

ウレタン塗膜防水 X-2仕様

≒200

ウレタン塗膜防水 X-2仕様

既設防水層撤去範囲

100 240 100

440

D13

3
0

3
2
0

1
5
0

5
0
0

D13＠200

D10＠200
アスファルト露出防水

硬質ｲｿｼｱｽﾚｰﾄﾌｫｰﾑt=30

（既設防水）

＝　断面詳細図　S=1/20　＝

あと施工アンカーD13＠200

＝　平面図　S=1/100　＝

2,100

ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ

4
4
0

1
,
1
6
0

4
4
0

基礎新設

△
既

設
梁

位
置

サービスタンク基礎詳細図

新設架台と発電機は貫通ボルト(ダブルナット止め)にて
固定を行うこと：4-M20×2列とする

（許容引張力　11.0kN以上）

（許容引張力　5.0kN以上）

あと施工アンカーD13及びM20について

引張試験(非破壊検査)を行い短期許容引張耐力が図示の

1か所以上検査を行うものとする

同一施工条件（同種類、同径、同施工場所、同施工者）ごとに

特記事項

耐力以上であることを確認すること。

Ａ－０８

あと施工アンカー：10-M20(ダブルナット止め)

3-M20(ダブルナット止め)×2列

（許容引張力　11.0kN以上）
あと施工アンカー：10-M20(ダブルナット止め)



自転車置場

受水槽

駐車場40台

駐車場

訓練広場

防火水槽

歩道

水路

水路

車椅子駐車場主訓練塔

副訓練塔

ブリッジ

車庫棟

Ｎ

ゴミ置場

JR西
日本線路

管理棟

ホース延長訓練場兼駐車場

配置図　S=1/500

1
,
5
0
0

通路幅有効1500以上確保すること

凡例

　場内進入口

※ 必要に応じて交通誘導員を配置すること

　クロスゲート　W3000ｘH1800

★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

田中　保雄

一級建築士登録　117471
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 亀山市消防庁舎　仮設計画図 1/500

特記事項

　仮囲い：ガードフェンス　H=1800

Ａ－０９

ラフテレーンクレーン

・非常用発電機の取替工事期間中に、予測不能の事故や緊急の災害が

　発生した場合において、すみやかに施設へ接続及び送電できるよう、

　仮設用の発電機（出力100kVA程度)を用意すること。

・線路近接工事となる可能性があるため、ラフテレーンクレーン等の

　設置の上での工事をおこなう場合はJRと協議を行うこと。
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空調機置場

ガスボンベ置場

KBM±0

関町水道庁舎

駐車場

中庭
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10.077

33.376

26.46
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10.04
8
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2.
08

2
29

.0
7
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7.
0
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用水路

事務室棟

車庫棟

駐車場

地流し

隣地境界線

道路境界線

隣
地

境
界

線

ホースタワー

配置図　S=1/500

計画地

関インターチェンジ

名阪関ドライブイン

名阪国道

鈴鹿川

関駅

案内図　S=1/5000

★ ★ ★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

田中　保雄

一級建築士登録　117471
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 関分署　案内図・配置図

日付縮尺

1/500

非常用発電機
設置位置

油庫設置位置

Ａ－１０



ガスボンベ置場

10.04
8

10.03
1

隣地境界線

空調機置場

用水路

アスファルト舗装撤去

雨水枡

L型側溝

L型側溝

▽ネットフェンス

駐輪場(木造)

砕石敷き

ガスボンベ置場

10.04
8

10.03
1

隣地境界線

空調機置場

用水路

雨水枡
L型側溝

▽ネットフェンス

駐輪場(木造)

砕石敷き

発電機(新設)

現況図　S=1/150 平面図　S=1/150

土間コンクリート打設(Fc24-S18)t=150
ワイヤーメッシュφ6-150×150

※流出入管はSUS管φ125とする。
油水分離槽（３槽式）

300角集水升

凡例

コンクリート土間範囲を示す
　コンクリートｔ=150（Fc24-S18)　
　ワイヤーメッシュφ6-150×150

設備基礎範囲を示す

★ ★ ★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

田中　保雄

一級建築士登録　117471
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事

日付縮尺
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設備基礎（コンクリートFc24-S18）

設備基礎（コンクリートFc24-S18）

あと施工アンカー：
2-M20(ダブルナット止め)×2列

2-M20(ダブルナット止め)×2列

　コンクリート（Fc24-S18)　

設備基礎（コンクリートFc24-S18）

設備基礎（コンクリートFc24-S18）
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★ ★ ★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

田中　保雄

一級建築士登録　117471
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事

日付縮尺

関分署　仮設計画図 1/300 Ａ－１２

特記事項

非常用発電機の取替工事期間中に、予測不能の事故や緊急の災害が

発生した場合において、すみやかに施設へ接続及び送電できるよう、

仮設用の発電機（出力25kVA程度)を用意すること。



日付
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図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

田中　保雄

一級建築士登録　117471
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事

縮尺
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一般事項

Ⅰ．工事概要

特  記  仕  様  書 ○

一
般
共
通
事
項

　　　項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

　下に入念かつ誠実に施工すること。

施工条件 監督員及び関係部局と協議調整し決定すること。

１）施工可能日

　 ・指定なし

　 ・一部指定あり（振動・騒音等作業、重機搬入等入退場、停電作業等）

(２)設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、図面

　上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書とおりに施工することで将来不具合が

製品確認 発注者及び受注者の協議により仕様を決定し、製作するような規格品でない製品並びに監督員が指定

する製品については、試験及び検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確

認をするものとする。

その他 設計図書に定められていない事項は監督員に報告し、指示を受けるものとする。

○ 他工事又は他工種

との取り合い

既存躯体への穿孔 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置

等を用いて施工する。

電子メールの活用 「電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和元年７月」を適用する。

（三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照）

試験に使用する計測器類は２年以内の校正証明書（写）又は有効期限内の精度保証書（写）

当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる。

提出

施工体制台帳等の

施工体系図を提出する。

工事を施工するために下請契約を締結した場合、下請契約の代金の金額に係らず施工体制台帳、

（（注）延べ面積は建築基準法による表記 ）

消防法施行令

別表第一の区分
建　物　名　称 備　　考階　　　　数構　造

建築基準法による

延べ面積(㎡)

建物別及び屋外

工　事　種　目

工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別

○ 動力設備

○ 電気自動車用充電設備

○ 電熱設備

○ 雷保護設備

○ 電力貯蔵設備

○ 構内情報通信網設備

○ 構内交換設備

○ 情報表示設備

○ 映像・音響設備

○ 拡声設備

○ 誘導支援設備

○ テレビ共同受信設備

○ 監視カメラ設備

○ 駐車場管制設備

○ 防犯・入退室管理設備

○ 火災報知設備

○ 中央監視制御設備

○ 構内通信線路

一式

一式

　３．工事種目（●印の付いたものが対象工事種目）

　１．工事場所

　２．建物概要

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 指定部分工期　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　●印の付いたものを適用する。

　　　１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、

　１．共通仕様

Ⅱ．工事仕様

　　　　　なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　／　　）図、建築工事の特記仕様書は（　　／　　）図による。

　　　２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

　２．特記仕様

○ 技術検査 中間技術検査　　実施回数（　）回　　実施する段階（　　　　　　　　　　　　　　　）

火災保険等

保険等に加入し、その加入証券等を提示しなければならない。

　　　①　保険の目的物　　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）

　　　②　保険の加入期間　　工事着手後速やかに加入し、完成引渡しまでの間

　　　③　保険金額　　　　　原則として請負金額に相当する金額

足場 ○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

電気工作物の種類

三重県産業廃棄物税

なお、この期間を超えて請求することはできない。

また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請求することはできない。

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度

電気工事士 電気工事士法の区分により施工するものとし、契約電力が５００kW以上の電気工作物においても、

第一種電気工事士により施工するものとする。

電気工事業の業務 電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で

の適正化に関する

法律

定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

仮設備工事 仮電源    （ ○ 受変電    　　　　　　　　　            ）

電気保安技術者 電気工作物に係る工事は電気保安技術者を配置し、工事期間中の電気工作物の保安業務を行う。

なお、電気主任技術者が選任されている施設においては、電気主任技術者に工事内容の説明を行

い、指導を受けるものとする。

品質計画 品質計画については、監督員の承諾を受けること。

測定機器の校正等

等を提出する。

また、再利用を図るものについても調書を作成し、監督員へ提出すること。

再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い

なお、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取調査、

２）施工可能時間帯

　 ・指定あり

３）概成工期

　 ・適用する（工事期日より（　　　　　）日前）　　・適用しない

４）その他

　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

埋蔵文化財調査 埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。○

・発掘調査等の実施あり

・発見された場合、発掘調査等の実施あり

部分引渡し等 部分引渡し等がある場合は協力すること。

事故の発生時 工事施工中に事故が発生した場合には直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故

報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。

検証等に協力すること。

建設副産物

　　工事の着手までに「再生資源利用計画書」（建設資材を搬入する場合）及び「再生資源利用促進

　　計画書」（建設副産物を搬出する場合）を施工計画書に綴じ込んで監督員に提出する。

　　また、工事が変更又は完了した場合には「再生資源利用実施書」（建設資材を搬入した場合）

　　及び「再生資源利用促進実施書」（建設副産物を搬出した場合）を作成し、監督員に提出する。

　　なお、計画書及び実施書の提出とともにＪＡＣＩＣが運営する「建築副産物情報交換システム」

　　へのデータ入力も併せて行う。

発生材の処理等

(２)特別管理産業廃棄物

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　現場内の監督員の指定する場所へ保管するものとする。

(３)現場内において再利用を図るもの

・その他（　　　　　　　　　　　　　）

(４)再資源化を図るもの

　　 指定時間（・（　　）時～（　　）時　　・打ち合わせ　　・その他（　　　　　））

　該当部分（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　時期（　　　　　　　　　　　）

(１)引き渡しを要するものは下記のとおりとし、それ以外は別途監督員の指示による。

　なお施工に際して、ＰＣＢ等特別管理産業廃棄物及び疑わしき機器等を発見した場合は

　監督員に報告し対応を協議するものとする。

・コンクリート塊　　・アスファルトコンクリート塊　　・建設発生木材

(６)発注者へ引き渡すものについては「現場発生品調書」を提出すること。

(７)引き渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、

(５)水銀使用製品産業廃棄物として取り扱うもの

・蛍光ランプ　　・ＨＩＤランプ（高輝度放電ランプ）　　・その他（　　　　　　　）

「水銀廃棄物ガイドライン」（平成29年6月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）

電子納品 (１)工事写真は「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編）」等に基づき、

　電子媒体も提出すること。

(２)工事完成図書は「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成図書編）」等に基づき、

　電子媒体も提出すること。

官公署への手続き 工事の着手、着工、完成にあたり、関係官公署への必要な届出、手続き等を遅滞なく行う。

なお、当該手続きに係る費用は受注者の負担とする。

・消防設備関係　　・電気工作物関係　　・受電関係　　・通信関係　　・建設工事関係

・その他（　　　　　　　　　　　　　）

消防法関係の手続き (１)消火器に係る消防用設備等設置工事届出書の作成

既設との取合い

工事用仮設物

工事用電力、水、 (１)本工事に必要な工事用電力、水等の費用は受注者の負担とする。

その他 (２)本工事で新規受電または既設電気回路に接続し、通電した時から工事の範囲の電力料金も

本工事に含まれる。

工事中等の保安管理

管理等にかかる費用は本工事に含まれる。

(２)防火対象物使用開始届

書類の作成（電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入）を行うこと。

また、本受電後，引渡しまでの電気主任技術者の選任及びこれに伴う費用負担も本工事に含まれる。

電気工作物の範囲が変更になった場合、工事着手から引渡しまでの電気保安

搬入計画 大型機器、重量物等の搬入前に、搬入経路の有効寸法（扉、天井高さ、搬入経路上の曲がり等）、

障害物（足場等）、養生方法、運送車両、揚重機械、搬入機械の種類、台数及び数量、雨天の場合の

処置、受入検査の方法等を記載し監督員に提出する。

検査及び試験を行うべき機材等は、設計図書によるほか、監督員の指示による。

試験

機材等の検査及び

完成確認及び完成 機器の動作確認、電圧、極性、相回転等確認できるように電源を確保すること。

検査時等の電源確保　

完成時の操作説明 総合盤等操作の必要な機器については、使用開始前に操作説明を行うものとする。

不正軽油の使用の

禁止

(１)市工事の施工に当たり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材の搬出入車両を含む。）

　並びに建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等）

　の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。

　また、受注者は下請負者等に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。

(３)受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、

　受注者は下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び

　監督しなければならない。

　発生しうると予想される場合については、その都度、監督員と協議すること。なお設計図書とおりの

　施工であっても使用上の不具合が発生した場合は協議のうえ、改善策を講じること。

の翌年度の４月１日から８月31日までの間に、別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して、

施工計画等 受注者は施工に先立ち、次の書類を提出し監督員と打合せを行う。

①総合施工計画書

　包含工事の場合は、電気設備工事施工計画書とする。

②工種別施工計画書（施工要領書）

　各種工種ごとに作成し、停電及び搬入計画書も作成する。

③施工図（プロット図、平面図、展開図、各種詳細図）

　主要機器、重量機器、3㎏超過吊器具類等については、固定方法、吊り方法等の詳細図を作成し、

④耐震計算書、幹線計算書等

機材等 工事に使用する材料及び機器等については、次の書類を提出する。

①使用機材届出書

②機器明細図

　仕様機材届出書に記載のものの他、監督員の指示による。

③各種計算書

　設計図書による他、監督員の指示による。

④機材の品質・性能証明

　機器及び材料等の選定にあたっては後述の「電気設備工事指定資機材適用規格及び

　これらと同等以上のものとする。

　メーカーリスト」、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」又は

　なお、設備機材については、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料

　また、品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努め、「みえ・グリーン

　購入基本方針」に準ずること。建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から

　購入するよう努めること。

　三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用すること。ただし、認定製品が

　入手できない場合は、監督員との協議による。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　）

　下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を

　使用するように努める。

　を監督員に提出する。

鋼材検査証明書 本工事に使用する鋼材は鋼材検査証明書を提出すること。

工事写真 営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成31年版））に従い撮影すること。

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板

情報電子化について（平成29年3月1日付け国営整第211号）」による。

また、照度計、騒音計、振動レベル計等の特定計量器を用いて計測する場合は、計量法に

基づく検定に合格し、かつ検定有効期限内のものを使用する。

なお、書類の作成においては、関連する関係者と十分に調整すること。

　十分な耐震性能を確保する施工方法を提案すること。

⑤照度分布図、センサ動作範囲図など

　（「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」（(一社)公共建築協会）による場合は評価書の写し）

　（認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板　　　　　　　　　　）

また、必要に応じて操作説明書、操作注意事項書を作成し、機側に備えるものとする。

　　　　　発注者への報告は必ず文書で行うこと。

　　　(２)(１)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。

　　　(３)受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

　　　措置について

　　　　　場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上

　　　　　必要な協力を行うこと。

　　　　　発注者と協議を行うこと。

　　　暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱第２条第１項第１４号）を受けた場合の

　　　(１)受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱第２条第１項第１２号）による不当介入を受けた

　５．不当介入を受けた場合の措置

　　　(１)現場施工に着手するまでの期間

　　　　　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

　　　　　での期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日につ

　　　　　いては、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて定める。

　　　(２)検査終了後の期間

　　　　　工事完成後検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後片付け等のみが残っている

　　　　　期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工

　　　　　事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

　６．主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

(３)他工事との取り合いについては、予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努める

　こと。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は、監督員の指示により

　手直し施工を行うこと。

亀山市建設工事請負契約書第58条第１項の規定により、火災保険、組立保険又はその他の

(１)請負額100万円以上の工事について、再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合、受注者は

に基づき適切に処理すること。

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工及び改造は、本工事に含むものとする。

(２)受注者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

対策

社会保険等未加入 (１)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。

(２)受注者は、施工体制台帳・再下請通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者

　が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明す

　る書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

現場での安全確保

（自主施工の原則）

(１)受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任におい

　て定め、工事を実施すること。

(２)設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変

　更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い、指示を受けた後、受注者として適切な安

　全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

図面に記載がない場合は、工事区分表による。ただし、これにより難い場合は監督員と協議する。

　 同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)

　 手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

適正に処理し、監督員に報告すること。（マニフェストＡ・Ｄ、またはＥ票を提示すること。

(１)工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各施工基準に準拠し、監督員指示の

RC造
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●

●

○変圧器　　○コンデンサ

2,479.71

781.03

一式

一式

　 　   　（ ● 発電機    　 　　　　　　　　　           ）

E-08図

●発生土

★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★ ★

承認 備考

★★

図面名称

藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

一級建築士登録　117471

田中　保雄
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 電気設備特記仕様書　１ N/S Ｅ－０１

　　　　　●「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和７年版）」（以下「標準仕様書」という。）

　　　　　●「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和７年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）

　　　　　（改修標準仕様書の中でいう標準仕様書は、令和７年版（電気設備工事編）とする。）

　　　　　●「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和７年版）」（以下「標準図」という。）



○

既設設備等の改修を含む場合、他の設備、施設運営に影響をきたさないよう、現地工事着工前に 予備スリーブ○ 梁下に配管・配線スペースがない梁には、１スパンに２本程度を予備スリーブとして埋込む。

　　⑤　直線部分では３０ｍ程度に１個（３０ｍに満たない部分はその間に１個）

【電力設備】

施
工
仕
様

（１）設計用水平地震力

　　　機器の重量［kN］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　　なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。

設計用標準水平震度

中間階

地下、1階

上層階、
屋上及び塔屋

機器種別

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

1.5 1.0 1.0 0.6

0.6

0.4

0.6

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

【備考】・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合

　　　　・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの

（１）地中埋設管路

（２）貫通及びはつり

施工前の測定等 改修工事にあたっては、工事範囲の既設機器の動作確認及び絶縁測定等を着工前に行い、

監督員に報告すること。

（３）既設との取合い

　　　　　は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

（２）設計用鉛直地震力

　　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　 　重要機器は次のものを示す。

　 　　○ 交換機　○ 自動火災報知受信機　○ 中央監視制御装置　　○　　　　　　　　　

　　　　・水槽類は燃料小出槽を含む。

はつり

(２)溝はつり及び補修　　・なし　　・あり　(はつり深さは別図による）

最上階の埋込配管 最上階のコンクリート屋根スラブへの埋込配管は、原則として行わない。

露出配管 （１）雨線外など水気のある場所に施設する場合は、Ｕ字配管を行わない。

（２）附属品は、ねじ込み形を使用する。

（３）壁面配管で人が容易に触れるおそれのある部分（２ｍ以下）の配管には、突起のない支持金物

　　　又は保護カバーを使用する。

（４）通路部分では床配管を避け、天井配管の場合は原則２.１ｍ以上とする。

（５）監督員の指示がある場合は、上記に係わらずその指示に従う。

屋上の露出配管等 屋上の露出配管は、防水層を傷つけないようにふ設する。

○

合成樹脂管 （１）合成樹脂管の管端には、ブッシングを取り付ける。

（２）原則として屋外の露出には使用しない。（ＰＦ管）

インサート インサートの取付けに使用した釘等は除去し、錆止め塗装を行う。○

あと施工アンカー

　　　　　　・金属系アンカー（・打込み方式　　・締付け方式）

　　　　　　・その他のアンカー類（　　　）

基礎の配線ピット

防火区画等の貫通部は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合した方法で、防火処理を行う。防火区画等の貫通

管路等の外壁貫通 外壁を貫通する管路等は、屋内に水が浸入しないように防水処置を施す。

基礎に配線ピットを設ける場合、ピットの寸法は敷設するケーブルの曲げ半径、条数、

将来増設時の作業性、事故時の対応、排水等を考慮する。

耐震処置

配管・配線の耐震 建物引込部の配管の耐震処置　　　　　　　　　　　　　　・行う　　・行わない

建物のエキスパンションジョイント部の配線の耐震処置　　・行う　　・行わない

十分な調査を行うこと。

○ 導入線 通線を行わない配管及び配線引抜き後に空となった配管には、導入線（φ１.２mm以上の樹

脂被覆鉄線等）を挿入する。ただし、長さ１ｍ以下の部分は省略することができる。

なお、防火区画貫通スリーブは、防火区画処理を行うこと。

ボックス類 位置ボックス及びジョイントボックス類は、図面に特記なき場合、原則として金属製とする。

軽量間仕切に位置ボックスを固定する場合は、ボルト等により堅固に固定する。

○

○ 軽量間仕切のﾎﾞｯｸｽ

プルボックス

（２）屋外形プルボックスはボックス内に支持ボルトが突出しない構造とし、取付部にはｺｰｷﾝｸﾞを行う。

ボルト・ナット類 屋外に使用する支持金物及びボルト、ナット類で特記のないもの

環境に配慮した電線 電線、ケーブル及び通信線はＥＭ（エコマテリアル）ケーブルを使用すること。

の採用

ケーブル及び配線 （１）表示

　　　施工者名等を表示。）を取り付ける。

①　ケーブルがスラブを貫通する部分

②　ケーブル分岐部分

③　変電所内のケーブル引出し部分

⑤　屋内の直線部分は、３０ｍごと

⑥　プルボックス内

⑦　屋外の共同溝等の直線部分は、５０ｍごと

⑧　屋外の地中管路より建物内への引込み部分

⑨　マンホール及びハンドホールごと

（２）ケーブル余長

・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

開口部布設のケーブ

ル保護

貫通穴等の開口部にケーブルを通す場合には、ケーブル損傷を防ぐためシール材を充填するなどの

ケーブル保護を行うこと。

　１）地中線式の場合、マンホール、ハンドホール内でケーブル余長を見込む箇所数

　２）架空線式の場合、電柱上でケーブル余長を見込む箇所数

④　盤内及び接地端子箱の外部引込み部分

配線器具の設置 （１）配線器具（コンセント、スイッチ等）には電圧、用途などの表示を行う。

　　　なお、表示内容については、監督員と調整を行う。

（２）特殊コンセントはプラグ付とする。

（３）電源の種類により色を区別する。

（４）公共住宅の住戸部分に設置するスイッチ・コンセントは原則として表示付とし、特記なき

　　　スイッチはワイドスイッチとする。

（５）配線器具を取り付ける場所が金属の場合は、絶縁枠を使用する。

（６）プレートは、図面に特記なき場合、新金属製とする。

（７）カバープレートは、原則として新金属製とする。

　　なお、器具を実装しない位置ボックスには用途表示をすること。

（８）フロアプレートは、水平高低調整型（空転防止リング付）とする。

　　　下記の箇所で、ケーブル等に行き先等表示札（ケーブル種別及びサイズ、行き先、施工年、用途、

照明器具の設置○ （１）照明器具を設置する前に、照度分布図を作成し監督員の承諾を得ること。

（２）照明器具取付完了後、照度測定を行う。照度計は一般形ＡＡ級とする。

（３）天井下地材より支持をする場合は、ワイヤ等により脱落防止の措置を行う。

（４）パイプ吊りの照明器具は振れ止めを施工する。

照明器具の人感センサー制御を行う部屋には、注意プレートを設置する。○

○ 照明改修の際の測定 対象室の改修前後の照度及び回路電流値の測定を次のとおり行うこと。

　測定箇所　(　　　　　　　　　　)　　　　測定回数　前後各(　　　　) 回

照明制御装置の設定

換気扇 手や物が届く箇所やカーテン等が付く箇所には、格子ガードを付けること。

また、金属製パネルに設置する場合は、絶縁枠等を使用する。

分電盤、制御盤、キ

ュービクル等

○

受変電設備、発電設 （１）保守点検、防火上有効な空間、維持管理の空間を考慮する。

（２）屋内に設置する場合は、床の強度計算書、換気計算書等を監督員に提出する。備の設置場所

（３）屋外に設置する場合は、機器及び基礎の質量を求め、地盤の許容地耐力を確認し、

　　　結果を監督員に提出する。

　　　なお、地盤改良を行う場合は、工法について監督員と協議する。

（４）基礎の高さは周囲の状況を考慮する。

（５）電気室には水管、蒸気管、ガス管、ダクト等を通過させない。

（１）フレキシブルジョイント取付位置は、施工前に所轄の消防署と十分に打合せを行う。発電設備の燃料配管

○

（２）配管の接続は、機器の取外し又は保守点検を考慮し施工する。

非常放送設備の

　　　用いない。

土工事

（２）特記なき地中埋設配管の深さは、ＧＬ―６００㎜以上とする。

（３）根切りの種類は、マンホール、ハンドホール、屋外受変電設備及び自家発電装置の基礎等は

　　　総掘り、埋設管路等は布掘り、外灯基礎、電柱等はつぼ掘りとする。

（４）機械掘削は根切り底を乱さないようにする。

ハンドホール、

マンホール

（１）埋戻しの材料及び工法

　ただし、配管周りの埋戻し材料は山砂とする。

　・その他　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

　・Ｂ種　　( 材料：根切り土の中の良質土 / 工法：機器による締固め ）

高さ９００㎜を超えるものにあっては、タラップ付とする。

なお、タラップの取付は４５０㎜間隔以内とする。

地中配線路の表示杭 下記の箇所に、地中配線路の表示杭を設置する。

　　①　建物への引込口及び送出口付近

　　②　マンホール・ハンドホール付近

　　③　地中線路の曲折箇所

　　④　道路横断箇所

（１）露出配管、露出ボックス、鋼製プルボックス等のうち下記の部分には、塗装を施す。金属製電線管等の

塗装 　　　１）屋外、屋内（電気室、機械室、ＥＰＳ、居室、廊下）、その他建築意匠上必要な箇所。

　　　２）図面に特記なき場合は、溶融亜鉛メッキ鋼材製のポール及びアームは塗装しなくてもよい。

　　　　　ただし、図面に指示がある場合はその指示による。

　　　３）湿気、水気のある場所及びコンクリート埋込みの金属製位置ボックスの内面には絶縁性防錆

　　　４）仮枠貫通部の金属配管には錆止め塗装を施すこと。

（２）塗装はエッチングプライマー１種の下地処理のうえ、監督員の指定する色にて調合ペイント２回

　　　塗りとする。ただし、指定場所及びその他建築意匠上、必要な箇所の露出プルボックスは指定色

　　　焼付塗装とする。

　　　　　塗料を十分に塗布すること。（監督員が指示した場所は除く。）

予備配管等 （１）埋込型分電盤からの立上り予備配管は、予備回路が４回路以下は（ＰＦ２２）を１本、５回路

　　　以上は（ＰＦ２２）を２本施工する。

　　　スラブ天井の場合は、天井又は梁下２００mmまで立上げ、位置ボックスを取付ける。

　　　また、二重天井の場合は、天井まで立上げ、位置ボックスを取付ける。

（２）防犯主装置、自動火災報知受信機、ＭＤＦ、警報盤等の間に移報のための空配管を行う。

○

（１）屋外形、特殊な形状又は一辺が８００㎜以上のものは、製作図を提出すること。

スピーカ設置

（１）放送区域の各部からスピーカまでの水平距離は１０ｍ以内とする。

（２）階段等にスピーカを設置する場合は、垂直距離１５ｍ以内とする。

（３）増幅器からスピーカまでの配線及び非常電話の配線は、各系統ごとに独立させ、共通線方式は

機
器
仕
様

（７）分電盤、制御盤等

　２）調光方式　　　・連続調光　　・段階調光　　・ＯＮ／ＯＦＦ制御

（１）電気方式電灯設備

　１）種別

　　　①幹線　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）

　２）周波数　　６０Hz

（３）機器類　　　　　　　・一般照明器具　　・照明制御装置　　・外灯（単独設置）　　

　　　　　　　　　　　　　・コンセント等　　・分電盤、制御盤等

　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　）

（４）一般照明器具　　　１）形式　　・公共型　　・一般型

　３）用途　　・屋内用　　・屋外用　　・防災用

　４）環境　　・普通地域　　・塩害地域

　５）照明器具は、認証書又は認定書、試験成績書を提出すること。

　２）灯具　　・ＬＥＤ灯　　・その他（　　　　　　　　　）

（５）照明制御装置

　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　）

　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　）

　３）制御方式　・有線　・無線通信

（６）外灯（単独設置）

　１）照明用ポール

　２）基礎　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　）

　３）灯具　　・ＬＥＤ灯　　・その他（　　　　　　　　　）

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　４）電源　　・商用電源（６０Hz）（・２００Ｖ　　・１００Ｖ）

　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。

　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。

　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。

　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）

　　　とする。

　６）配線用遮断器の定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とし、定格遮断容量は、系統に流れる

　　　短絡電流の値以上とする。

　　　　　　　・その他（　　　　　）

（７）コンセント等　　・一般型　　・防水型

　　　　　　　　　　　・ハイテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））

（８）分電盤、制御盤等

　６）接地　　・単独接地（・本工事　　・別途工事　　・既設利用）　　・共用　　

　１）銘板には、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に定める事項に加えて、

動力設備 （１）電気方式

　１）種別

　　　①幹線　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　②分岐　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）周波数　　６０Hz

（３）機器類　　　　　　　・分電盤、制御盤等　　・その他（　　　）

（４）負荷設備　　　　　　・給水　・排水　・消火　・空調　・換気　・排煙　・昇降機

（５）負荷設備への接続　　図面に特記明示がない場合、負荷設備への接続は本工事とする。

（６）電動機等の接地　　　・専用接地　　・金属管接地（７.５kW以下）

　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　）

　　施工年月、受注者名、施工者名を記載する。

　１）銘板には、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に定める事項に加えて、

　　施工制御盤等年月、受注者名、施工者名を記載する。

　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）

　　　とする。

　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。

　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。

　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。

　６）配線用遮断器の定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とし、定格遮断容量は、系統に流れる

　　　短絡電流の値以上とする。

　７）電流計は赤指針付（定格電流指示）とする。

　１）センサ類　　　・明るさセンサ　　・人感センサ　　・タイマ　　・調光スイッチ

　　①材質　　・アルミニウム製　　・鋼製　　・溶融亜鉛メッキ　　・その他（　　　　　　　　　）

　５）制御　　・ＥＥスイッチ　　・タイマ　　・その他（　　　　　　　）

　　②配線用遮断器又はカットアウトスイッチ内蔵型とする。

耐震措置 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」

（独立行政法人建築研究所監修）、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成25年版)」による。

雷保護設備 （１）避雷針○

　２）ＳＰＤ　　・低圧用（・クラスⅠ　　・クラスⅡ）　　

　３）接地極　　・接地極埋設　　・建築構造体利用　　・測定用補助接地極

　１）受雷部　　・突針　　・棟上導体　　・笠木等の別途施工物

　４）接地抵抗の測定

　　　①測定方法　　・電位差計方式　　・電圧降下法

　　　②測定回数　　・３回　　・（　　　　　）回

　５）接地埋設標を設置する。

（２）雷サージ保護

　１）耐雷トランス　　・設置（・単相用　　・動力用）　　・設置しない

　３）ＳＰＤの性能仕様は別図による。

　１）低圧用ＳＰＤに使用する配線用遮断器は警報接点付とする。

　２）主幹機器の２次側に設ける場合の配線用遮断器は、定格遮断容量５kA以上とする。

　　　雷サージから機器を保護するため通信用ＳＰＤを設置する。

　　　電話回線、制御回線などの通信回線に侵入するおそれがある場所は、

（４）通信回線保護

　２）避雷導線　・引下げ導線　　・建築構造体利用

　　　　　　　　・通信用（・カテゴリＣ２　・カテゴリＤ１）

（３）電源回路保護

接地設備 （１）接地工事　　　　　

（２）接地抵抗測定

（３）接地極埋設標　　　　接地には接地極埋設標を施工し、接地極の位置がわかるようにする。

【受変電設備】

受変電設備

　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）　　・単相２線式（１００Ｖ）

　２）周波数　　６０Hz

　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

（１）電気方式

　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）盤類

　３）特記事項　　（　　　　　　　　　　　）

（４）交流遮断器

　　　①操作方式　　・手動ばね操作　　・電動ばね操作　　・電磁操作

　　　　　　　　・高圧スイッチギア（JEM 1425）（・CX　・CW　・PW　・MW）

　真空遮断器（ＶＣＢ）

　　　②引外し方式　　・電流引外し　　・コンデンサ引外し　　・直流電圧引外し

（５）断路器

（６）負荷開閉器

　２）配電盤用　　①操作方式　・フック棒操作　・遠方手動操作　・電動操作

　　　　　　　　　②限流ヒューズ　・有（ストライカ付き）　・無

　　　　　　　　　③引外し装置　　・ストライカ引外し　・電圧引外し　・無

　４）地中引込用　　保護装置は、過電流蓄勢トリップ付地絡方向継電器とし、

　　　　　　　　　　制御電源用変圧器内蔵とする

　１）形式　　・低圧　　・高圧

　　　油入５００ｋＶＡ以上、モールド１５０ｋＶＡ以上の場合は必須とする

（７）変圧器

（８）進相コンデンサ

　　　　　　　　　②保護装置　過電流蓄勢トリップ付地絡方向継電器とし

　　　　　　　　　制御電源用変圧器内蔵とする

　２）設置方式　　・屋外型　　・屋内型

　１）形式　　　　・３極単投　・単極単投（避雷器用に限る）

　２）操作方式　　・遠方手動操作　・フック棒操作（避雷器用に限る）

　２）その他　　・警報接点付　　・警報接点なし

　２）容量　　　・６％リアクトル　　・１３％リアクトル

　３）その他　　・警報接点付　　　　・警報接点なし

　２）開閉器及び地絡方向継電器外箱　　・ステンレス製　　・鋼板製

　３）定格電流　　・２００Ａ　　・（　　　　　）Ａ

　４）定格投入遮断電流　　・１２.５kA 　　・（　　　　　）Ａ

　１）形式　　　・放電抵抗　　　　　・放電コイル（力率制御がある場合は必須）

　　　　　　　　　　　　　コンデンサ定格電流の１.５倍以上とする。

　１）制御電源用変圧器及び避雷器内蔵

　　　　　　　　　となるようにする。

（９）直列リアクトル

（10）配線用遮断器　　　　定格遮断容量は、短絡電流値以上のものとする。

（11）低圧電磁接触器　　　低圧進相コンデンサ制御用電磁接触器の定格使用電流は、

（12）高圧気中開閉器

（13）設備不平衡　高圧受電の三相３線式における不平衡の制限は、設備不平衡率が３０％以下

（14）キュービクル等

　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。

　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。

　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。

（14）基礎

（15）配線ピット及び蓋

　２）ピット蓋の加工が必要な場合は、本工事にて行うこと。

　　　とする。

　　　・その他（　　　　　　　）

　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）

　　　施工年月、受注者名、施工者名を記載する。

　１）銘板には、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に定める事項に加えて、

図面ホルダー内には、完成図及び回路の行き先がわかる図面を備える。

また、既設分電盤・制御盤等を改造した場合は、図面を修正するものとする。

　　２）その他　　①内部異常を検知して動作する保護接点を設けること

　　　　　　　　　②放電装置を附属又は内蔵すること

　　１）絶縁方式　　・油入　　・モールド　　・ガス入

既設設備等の調査● ●

　１）項　　目　　●埋設配管　　・構造物　　・その他（　　　　　　　）

　２）調査範囲　　●埋設ルート　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

　２）調査範囲　　●施工部分　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

●

●

● (１)穴開け及び補修　　　・なし　　●あり　(貫通場所及び口径は別図による）

●

（２）性能及び施工確認　　●行う　　・行わない

（１）種類　●接着系アンカー（●カプセル方式　　・注入方式）

○

●

●

●

●

●

●
●

（２）既設等との取合い　　・無し　　●盤改造　　●配線接続　　・電源供給　　・その他（　　　）

●

　２）施工　　●各種単独　　・共用有り（　）

●

　１）種別　　●三相３線式（●６.６kV 　　・２００Ｖ）

（２）既設との取合い　　・無し　　●改造（機器取替、追加等を含む）　　・増設　　●配線接続

　　　　　　　　　　　　・進相コンデンサ　・直列リアクトル　●配線用遮断器　・電磁接触器

　　　・本工事（・２１N/㎜2　　・１８N/㎜2）　　・別途工事　　●既設利用　　

（17）消火器　　　　　　　・有（ＡＢＣ１０型　収納箱共）　　・無　　●その他（既設流用　）

●

●

●　特定の施設 ○　一般の施設

　 　　● 配電盤　● 発電装置（防災用）  ○ 直流電源装置　　　　○ 交流無停電電源装置

●

● ●

●

●

●

●

●

○

●

　　　②分岐　　・単相２線式（１００Ｖ）●

　１）種別　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　●Ｄ種

　１）測定方法　　・電位差計方式　　・電圧降下法

　２）測定回数　　・３回　　・（　　　　　）回

（３）機器類　　　　　　●盤類　・交流遮断器　・断路器　・避雷器　●負荷開閉器　・変圧器

　１）形式　　　・閉鎖型（・キュービクル式配電盤(JIS C 4620)

　　　　　　　　・開放形配電盤　・その他 (　　　　　　　　　　　　　　　）

　２）中通路　　・有　　　・無

　１）形式　　　・配電盤用　　・引込柱用　　・地中引込用

　３）引込柱用　　①本体及び制御箱の材質　・ステンレス製　・鋼製

　　　　　　　　　③避雷器　　・内蔵　・無

　１）形式　　・油入　　・モールド

　３）ダイヤル温度計　　○有（・最大値指針 有　・最大値指針 無 ） ・無

　１）施工　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　）

（16）設置場所　　　　　　・屋内　　・屋外（・地上　　・屋上）

●

● ●

●

● 給油ポンプ

●

●

●

●

　１）項　　目　　●鉄筋　　・配管　　・その他（　　　　　　　　　　）

　２）調査範囲　　●施工部分　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　１）項　　目　　●接続箇所　　●増設箇所　　・その他（　　　　　　）

●ステンレス　　●溶融亜鉛メッキ仕上げ

（２）既設との取り合い　　・無し　　●盤改造　　●配線接続　　・その他（　　　　　　　　　　）
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藤 川 設 計 株 式 会 社
工事名称

一級建築士登録　117471

田中　保雄
亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 電気設備特記仕様書　２ N/S Ｅ－０２
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　　　　　　　　　・消火栓ボックス（別途）に組込　　・その他（　　　　　　　）

【電力貯蔵設備】

直流電源設備 （１）用途　　　・非常用照明器具電源　　・受電変設備制御電源　　・その他（　　　　）

（２）容量　　　　（　　　　　）kVA

（３）整流装置

　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）入力周波数　　６０Hz

　３）出力電圧　　直流（・１２Ⅴ　　・２４Ｖ　　・４８Ｖ　　・（　　　　　）Ⅴ）

　４）整流装置は、蓄電池を充電するための電流並びに監視及び制御等で消費される電流を考慮して

　　　選定する。

（４）蓄電池

　１）種類　　・鉛蓄電池（・ＨＳ　　・ＭＳＥ　　・長寿命形ＭＳＥ）

　１）入力電圧　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）最低蓄電池温度　　・５℃　　・１５℃　　・２５℃　　・－５℃　　・（　　　　　）℃

交流無停電電源設備 （１）用途　　　　　　　　（　　　　）

（２）容量　　　　　　　　（　　　　　）kVA

（３）給電方式

　　　・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式

　　　・その他（　　　　）

（４）整流装置等

　１）入力電圧　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）入力周波数　　６０Hz

　３）出力電圧　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　４）出力周波数　　６０Hz

　５）整流装置、インバーター装置は、接続する負荷の特性を配慮し選定する。

　　　　　　　・アルカリ蓄電池（・ＡＨ　　・ＡＭＨ）

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１）種類　　・鉛蓄電池（・ＨＳ　　・ＭＳＥ　　・長寿命形ＭＳＥ）

　２）最低蓄電池温度　　・５℃　　・１５℃　　・２５℃　　・－５℃　　・（　　　　　）℃

　　　　　　　・アルカリ蓄電池（・ＡＨ　　・ＡＭＨ）　・その他（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　）

（４）発電装置

　１）発電装置の選定にあたっては、設置場所及び過去の気象データを考慮し選定する。

　２）種類　　・ディーゼル発電装置　　・ガスエンジン発電装置　　・ガスタービン発電装置

　３）形式　　・簡易形　　・オープン式

　　　　　　　・キュービクル式（・８５dB（A）/1m　　・７５dB（A）/1m）

　４）始動時間（停電検出後）　　・１０秒以内　　・４０秒以内　　・（　　　　　）秒以内

　５）連続運転時間　　・２時間以上　　・１０時間以上　　・２４時間以上　　・７２時間以上

　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　）

　６）発電機

　　　①電気方式　　・三相３線式（・６.６kV 　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）

　　　②定格周波数　　６０Hz

　７）原動機

（５）燃料

　１）種類　　　　　　・軽油　　・灯油　　・Ａ重油　　・その他（　　　　　　　） 

（６）燃料槽

　３）主燃料槽

　　　①設置場所　　・屋内　　・屋外（地上）　　・地下埋設（・タンク室内埋設　　・直埋設）

　　　②形式　　・二重殻タンク　　・一重殻タンク

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　）

　　　③設置工事　　・本工事　　・別途工事　　・その他（　　　　　　　）

　　　④タンク室工事　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　）

　２）油量指示計　　・有　　・無

（１）用途

　１）用途　　・防災電源専用（防災認定品）　　・防災電源兼用（防災認定品）　　・一般用

　２）区分　　・常用　　・非常用

（２）設置場所　　　　　　・屋内　　・屋外（・普通地域　　・塩害地域）

【発電設備】

燃料式発電設備

（５）蓄電池

（６）性能　　　　　　停電補償時間　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）機器　　　　　　　　・発電装置　　・燃料槽　　・給油ボックス　　・燃料移送ポンプ

（７）給油ボックス

（10）消火器　　　・有（ＡＢＣ１０型　収納箱共）　　・無　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　１）電動ポンプ　　・歯車ポンプ　　・油中ポンプ

（８）燃料移送ポンプ

　２）手動ポンプ（ウイングポンプ）　　・有　　・無

　３）電動ポンプ水没防止カバー　　　　・有　　・無

（９）基礎　　　　・本工事（・２１N/㎜2 　　・１８N/㎜2） 　・別途工事　　・既設利用

【通信・情報設備】

構内交換設備 （１）機器　　　　・交換装置　　・電話機　　・端子盤類　　・アウトレット

（２）交換装置

　１）種別　　　　・構内交換装置（・デジタルＰＢＸ　　・ＩＰ－ＰＢＸ　　・ＶｏＩＰサーバ

○

　　　　　　　　　・ボタン電話装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

　２）局線応答方式　　・局線中継台　　・分散中継台　　・ダイヤルイン

　　　　　　　　　　　・ダイレクトインダイヤル　・ダイレクトインライン

　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３）保安用接地　　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用

　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４）本配電盤(MDF) 　・自立ﾌﾚｰﾑ（・片面形　・両面形）　・交換機一体型

　　　　　　　　　　　・壁掛型　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　５）電源装置　　①形式　・別置型　・一体形　・その他（　　　　　　　）

　　　　　　　　　②停電補償時間　　・３０分以上　・（　　　　　）以上

（４）端子盤類

　１）端子盤　　　・中継端子盤（ＩＤＦ）　　・室内端子盤

（５）アウトレット

　　　　　　　　　・ローテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））

　２）中継端子盤には実装数の２０％以上、室内端子盤には１０Ｐ以上の接続端子板スペースを見込む。

（３）電話機　　　・一般電話機　　・多機能電話機　　・ＩＰ電話機

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺｰﾄﾞﾚｽ電話機（PHS方式） 　　・IPｺｰﾄﾞﾚｽ電話機（無線LAN方式）

　　　　　　　　　・壁コンセント　　・その他（　　　　　　　）

情報表示設備○

　１）機器　　　　・表示盤　　・検出装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２）表示盤

　３）検出装置

　　　①表示方式　・表示窓式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　①検出方式　・電極　　・無電圧接点　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４）図面に特記明示がない場合、検出装置への接続は本工事とする。

（１）設備　　　　・マルチサイン装置　　・出退表示装置　　・時刻表示装置　　・警報等表示装置

（２）警報等表示装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形

（２）増幅器　　　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）

拡声設備

　　　　　　　　　・専用　　出力　（　　　　　）Ｗ

○

（３）付属機器　　・オーディオミキサー　　・リモコンマイク　　・電源制御器

　　　　　　　　　・アナウンスレコーダ（・チャイム　　・独自メッセージ　　・プログラムタイマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

　　　　　　　　　・録音再生装置（・ＣＤ　　・メモリオーディオ　　・その他（　　　　　　　））

　　　　　　　　　・専用　　結線　　・１Ｗ　　・３Ｗ　　・（　　　　　）Ｗ

　　　　　　　　　インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形

（４）操作装置　　・卓型　　・キャビネットラック型　　・壁掛型　　・その他（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・無線マイクロホン（・電波式（・アナログ　・デジタル）　・赤外線式）

　　　　　　　　　・有線マイクロホン

　　　　　　　　　・ラジオチューナー（・ＦＭ　　・ＡＭ　　・その他（　　　　　　　　））

　　　　　　　　　・スピーカ切替装置　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（５）スピーカ　　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）

誘導支援設備 （１）設備　　　　・音声誘導装置　　・インターホン　　・トイレ等呼出装置

（２）音声誘導装置

　２）設置場所　　・屋外（防雨形）　　・屋内

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・タイムスケジュールにより停止及び開始を可能とする

　３）機能　　　　・自動火災報知設備より火災報知信号を受信した場合停止する

　１）検出方式　　・磁気式　　・無線式　　・画像認識式　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

　６）送信機　　　・壁掛形　　・卓上形　　・埋込形　　・その他（　　　　　）

　５）制御装置　　・壁掛型　　・卓上形　　・複合盤組込　　・その他（　　　　　）

　４）機器　　　　・制御装置　　・送信機　　・受信機　　・その他（　　　　　）

（３）インターホン

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　１）用途　　　　・内部受付用　　・外部受付用　　・夜間訪問用　　・身体障害者用　　・保守用

　４）通話方式　　・同時通話式　　・交互通話式　　・その他（　　　　　　）

　２）機能　　　　・音声通話　　・映像モニタ

　３）通話網　　　・親子式　　・相互式　　・複合式

　５）機器　　　　・親機　　・子機　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　６）親機

　　　①形状　　　・壁掛型　　・卓上形　　・複合盤組込　　・その他（　　　）

　　　②送受話器　・電話機形　　・マイク形　　・その他（　　　　　　　）

　７）子機

　　　①形状　　　・壁掛形　　・卓上形　　・埋込形　　・その他（　　　　　）

　　　②送受話器　・電話機形　　・マイク形　　・その他（　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

（４）トイレ等呼出装置

　１）用途　　　　・トイレ呼出　　・受付呼出　　・非常通報　　・ナースコール

　２）機器　　　　・親機　　・呼出スイッチ　　・警報装置　　・その他（　　　）

　３）親機　　　　・壁掛型　　・卓上型　　・複合盤組込　　・その他（　　　　）

　４）呼出スイッチ　　

　　　　　　　　　・押ボタン式　　・引紐式　　・その他（　　　　　　）

　５）警報装置　　・光　　・音声　　・ブザー　　・ベル　　・その他（　　）

　７）受信機　　　・スピーカ式　　・イヤホン式　　・その他（　　　　　　）

テレビ共同受信設備　（１）受信放送　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・ＣＡＴＶ　　・その他（　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　）

（３）アンテナ

　１）放送　　　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・その他（　　　）

　３）自立用基礎　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

（２）機器　　　　・増幅器　・混合器　・分波器　・分岐器　・分配器　・機器収容箱　・アンテナ

　２）マスト　　　・地上波用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　）

　　　　　　　　　・衛星用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　）

○

○

自動火災報知設備 （１）機器　　　　・受信機　　・副受信機（表示装置）　　・中継器　　・発信機　　・感知器

（２）受信機

　１）型式　　　　・Ｐ型１級　　・Ｐ型２級　　・Ｒ型

　２）回線数　　　・（　　　　　）回線　　・（　　　　　）アドレス

　３）試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能

（３）副受信機（表示装置）

　１）盤形式　　　・自立型　　・壁掛型　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　４）盤形式　　　・複合盤組込　　・自立型　　・壁掛型　　・その他（　　　）

　２）回線数　　　・（　　　　　）回線　　・（　　　　　）アドレス

（４）中継器　　　試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能

（５）発信機

　１）型式　　　　・アドレス付　　・Ｐ型１級　　・Ｐ型２級

　２）消火栓ポンプ起動　　特記なき場合は、発信機連動方式とし、発信機表面に「消火栓起動」

　　　等の文字を併記する。

○

　　　　　　　　　・光警報装置　・その他（　　　　　　　　　　　）

　３）設置　　　　・単独設置　　・機器収容箱に組込

（６）感知器

　１）型式　　　　・アドレス付　　・一般型

　３）試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能

　２）種類　　　　・熱感知器　　・空気感式　　・煙感知器　　・炎感知器

　４）機器仕様　　・一般　・防水　・防爆　・防食　・その他（　　　　　）

　２）警報装置　　・天井付　　・壁付

　１）機器　　・警報装置　　・制御装置　　・同期装置

（７）光警報装置

　３）同期装置　　・自走同期式　　・外部同期式

自動閉鎖設備 （１）機器　　　　・連動制御器　　・感知器　　・自動閉鎖装置　　・自動開錠装置○

（２）連動制御器

　１）制御対象　　・防火戸　　・防火シャッター　　・防排煙ダンパー　　・非常口等の扉

　　　　　　　　　　・単相２線式（・２００Ｖ　　・１００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　②冷却方式　　・ラジエータ方式　　・その他（　）

　１）材質　　・ステンレス製　　・鋼製　　・その他（　　　　　　　　）

○

　　　②施工　　　・本工事　　・別途工事　　・既設使用　　・その他（　　　　　　　　　　）

　　　②施工　　　・本工事　　・別途工事　　・既設使用　　・その他（　　　　　　　　　　）

（１）機器　　　　・増幅器　　・付属機器　　・操作装置　　・スピーカ

　３）設置　　　　・単独（・壁掛形　　・自立形）　　・火災受信機等との複合盤

　２）回線数　　　（　　　　　）回線（遠方復帰機構（　　　　　）回路）

（３）感知器

　１）型式　　　　・アドレス付　　・一般型

　２）種類　　　　　煙感知器（・２種　　・３種）

　３）試験機能　　・自動試験機能　　・遠隔試験機能

　４）機器仕様　　・一般　・防水　・防爆　・防食　・その他（　　　　　）

（４）自動閉鎖装置

　１）方式　　　　・電磁式　　・ラッチ式　　・その他（　　　　　　　　　　）

　２）施工　　　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事

　　　　　　　　　・既設利用　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（５）自動開錠装置

　１）方式　　　　・電気錠　　・その他（　　　　　）

　２）施工　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事

　　　　　　　・既設利用　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

非常警報設備 （１）設備　　　　・非常放送装置　　・非常ベル

（２）非常放送装置

　１）消防法基準適合マーク品とする。

　２）機器　　　　・増幅器　　・スピーカー　　・非常用リモコンマイク

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　３）増幅器

　　　①出力　　（　　　　　）Ｗ

　　　②出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　　　⑤用途　　・拡声設備兼用　　・非常放送専用

　　　②インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形

　　　①結線　　・１Ｗ　　・３Ｗ　　・（　　　　　）Ｗ

○

　　　③形式　　　・ロングラック型　　・スタンダードラック型　　・壁掛型　　・その他（　　　）

　　　④機能　　　・マイク放送　　・連動放送（・自火報設備　　・緊急地震速報設備）

　４）スピーカ

　５）非常用リモコンマイク

　　　④用途　　　　・拡声設備兼用　　・非常放送専用

　　　③設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

サイレンを含む）

○ 非常ベル（自動

（２）設置　　・単独設置　　・機器収容箱に組込

　　　　　　　・消火栓ボックス（別途）に組込　・その他（　　　　　　　）

（１）機器　　・起動装置　・非常ベル　・表示灯　・その他（　　　　　　）

（１）機器　　　　・受信機　　・副受信機　　・中継器　　・検知器　　・警報器ガス漏れ火災警報

設備

○

　　　型式　　・壁掛形　・ラック収納形　・卓上形　・その他（　　　　　）

（２）受信機

　２）種類　　　　・都市ガス用　　・液化石油ガス用

　１）回線数　　　　（　　　　　）回線

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

（４）検知器

　１）動作　　　　・単独（単独動作）　　・連動（受信機に伝送）

　３）ガス検知出力信号　　・有電圧出力方式　　・無電圧接点方式

　２）定格電圧　　・ＡＣ１００Ｖ　　・ＤＣ２４Ｖ（受信機等から供給）　・その他（　　　　　　）

【構内配電線路】

構内配電線路 （１）電気方式

　　　　　　　　　・単相３線式（２００Ｖ／１００Ｖ）

　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　・（　　　　　）Ｖ）

　２）周波数　６０Hz

（２）配線方式　　・地中線式（・直埋　　・管路）　　・架空線式（・直接　　・ちょう架線添架）

　　　　　　　　　・建築物等添架式（・露出配管　　・隠蔽配管　　・その他（　　　　　））

　２）電柱　　　　・コンクリート柱　　・鋼管柱　　・パンザマスト

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　３）支持材　　　・根かせ　　・根はじき　　・根巻き　　・底板

　　　　　　　　　・支線（保護ガード　・有　　・無）

　４）装柱材料　　・有（電力仕様）　　・無

　５）銘板　　　　・有　　・無

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　３）開閉器

　１）施工　　　　・本工事　　・既設柱利用　　・その他（　　　　　　　　　　）

　仕様は５．受変電設備（６）負荷開閉器による。

（３）建柱

（４）装柱機器（高圧用）

（５）装柱機器（低圧用）

　２）耐環境性　　・一般用　　・耐塩用

　１）機器　　　　・開閉器　　・開閉器箱　　・避雷器　　・カットアウト　　・碍子

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

（７）鋳鉄蓋

　１）鋳鉄蓋の刻印は「強電」、「電力」又は「高圧」とする。

　２）雨水の流れ込みを防ぐため防水パッキン付とする。

　１）種類　　　　・ＦＥＰ　　・ＧＬＴ（ＰＥライニング管）　　・ＶＥ　　・ＨＩＶＥ　　

　２）標示杭埋設　・コンクリート製　　・鉄製（アスファルト部分）

　３）埋設標示シート　　・２倍長　　・その他（　　　　　　　　　　）

　４）埋設表示シートの表記は電力用であることがわかるものとする。

（８）地中ケーブル保護材料

　　　　　　　　　・ＳＧＰ　　・厚鋼電線管　　・その他（　　　　　　　　）

【構内通信線路】

構内通信線路

（２）配線方式　　・地中線式（・直埋　　・管路）　　・架空線式（・直接　　・ちょう架線添架）

　　　　　　　　　・建築物等添架式（・露出配管　　・隠蔽配管　　・その他（　　　　　））

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

（３）建柱

　１）施工　　　　・本工事　　・既設柱利用　　・構内配電線柱に添架　　・その他（　　　　　　）

　２）電柱　　　　・コンクリート柱　　・鋼管柱　　・パンザマスト

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　３）支持材　　　・根かせ　　・根はじき　　・根巻き　　・底板

　　　　　　　　　・支線（保護ガード　・有　　・無）

　４）装柱材料　　・有　　・無

　５）銘板　　　　・有　　・無

（４）ハンドホール、マンホール

　１）形式　　　　・ブロック式　　・現場打ち

○

（６）ハンドホール、マンホール

　１）形式　　　　・ブロック式　　・現場打ち

　３）ケーブル支持金物の取付　　・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

　　　　　　　　　・既設利用　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４）重車両の通行　　・有（破壊荷重　200kN以上、衝撃係数　0.1(走行速度制限箇所)）・無

　２）施工　　　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）副受信機　　設置　　・単独（・壁掛形　　・自立形）　　・火災受信機等との複合盤

　３）設置　　　　・単独（・壁掛形　　・自立形）　　・火災受信機等との複合盤

（１）用途　　　　・電話　　・拡声　　・時刻表示　　・火災報知　　・非常警報用

　　　　　　　　　・インターホン

　　　　　　　　　・テレビ共同受信　　・防犯　　・制御　　・その他（　　　　　　）

　３）ケーブル支持金物の取付

　　　　　　　　　・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

　　　　　　　　　・既設利用　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２）施工　　　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事）　・別途工事

（５）鋳鉄蓋

　１）鋳鉄蓋の刻印は「弱電」又は「通信」とする。

　２）雨水の流れ込みを防ぐため防水パッキン付とする。

　１）種類　　・ＦＥＰ　　・ＧＬＴ（ＰＥライニング管）　　・ＶＥ　　・ＨＩＶＥ　　・ＳＧＰ

　　　　　　　・厚鋼電線管　　・その他（　　　）

（６）地中ケーブル保護材料

　２）標示杭埋設

　　　　　　　・コンクリート製　　・鉄製（アスファルト部分）

　４）埋設表示シートの表記は弱電用であることがわかるものとする。

【その他】

消火器

　４）重車両の通行　　・有（破壊荷重　200kN以上、衝撃係数　0.1(走行速度制限箇所)）・無

　３）埋設標示シート　　・２倍長 　　・その他（　　　　　）

　１）設置　　・本工事（・建築工事　・電気設備工事　・機械設備工事）　　・別途工事

●

●

●

● ●

● ● ●

●

● ●

●

● ●

　　　③定格出力　 図示による

　　　①定格出力　　 図示による

●

●

　１）形式及び容量　　図示による

図示による

　２）燃料小出槽　　　　図示による

●

●

●

●

●

●

●

○

　１）種別　　　　○三相３線式（○６.６kV 　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　１）機器　　　　○開閉器　　・避雷器　　・カットアウト　　・碍子

　２）耐環境性　　○一般用　　・耐塩用

●

● ●

　２）消火器　　図示による

　３）消火器収納箱　　図示による

　２）引渡時燃料　　　●満タン　　・指定なし　　・その他（　　　　　　　）

●

● 消火器本体は支給

工事名称 図面名称 縮尺 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

電気設備特記仕様書　３
日付

N/S Ｅ－０３

●　　　　　　　　・その他（　建築図による　）

●



使
用
機
材
の
メー

カー

リ
ス
ト

　（以下「評価名簿」という）に記載されているメーカーが製造した製品を使用すること。

　等評価名簿（電気設備機材・機械設備機材）令和元年版（(一社)公共建築協会 発行）」

　（ただし、納入地区に中部地区又は近畿地区が含まれ、かつ評価の有効期間内である場合

　に限り使用可能とする）

　得られた場合に限り使用できるものとする。

　価基準と同じ条件を満足することを証明する書類を監督員に提出し、かつ監督員の承諾が

（１）以下に掲げる資機材については、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材

（２）評価名簿に記載されていないメーカーが製造した製品を使用する場合は、評価名簿の評

　（ＪＩＳ規格）適合品の使用を原則とする。

　　●　電気用品安全法に定める特定電気用品又は特定電気用品以外の電気用品

　　　・電気用品安全法適合品

　　　・消防庁の登録認定機関として消防庁告示に規定された耐火・耐熱電線及び耐火バ

　　　・第三者認証機関として(一社)日本電線工業会規格（JCS規格）への適合性検査を行

　　　　スダクトの適合性検査を行い合格したもの

　　　　い合格したもの

　　　・建築基準法に定める国土交通大臣認定品

　　　・(一社)日本照明工業会の自主評定を受け、JIL5501適合マークが貼付されたもの

（１）以下に定めるとおりとする。なお、以下に定めのない資機材については、日本工業規格

使
用
資
機
材
の
適
用
規
格

　　●　制御盤

　　　・(一社)日本配電制御システム工業会規格（JSIA規格）適合品

　　　災通報装置、総合操作盤等の認定対象品

　　　・登録認定機関（(一財)日本消防設備安全センター（消防用設備等認定委員会））

　　　　の認定を受け、認定証票が貼付されたもの

　　　報装置等の性能評定対象品

　　　・(一財)日本消防設備安全センターの性能評定を受け、評定証票が貼付されたもの

　　　・(一社)日本電機工業会規格（JEM規格）適合品

　　　変圧器、計器用変成器、保護継電器）

　　　・(一社)電気学会電気規格調査会規格（JEC規格）適合品

　　　・登録認定機関（(一社)日本電気協会（JEA蓄電池設備認定委員会））の認定をう

　　　　け、認定証票が貼付されたもの

　　　・(一社)電気学会電気規格調査会規格（JEC規格）適合品

　　　・登録認定機関（(一社)日本内燃力発電設備協会）の認定を受け、認定証票（長時

　　　　間形）が貼付されたもの

　　　・(一社)日本電機工業会規格（JEM規格）適合品

　　　・電気設備の技術基準の解釈第４６条第２項又は第３項の規定に適合するもの

　　　・登録認定機関（(一財)電気通信端末機器審査協会（JATE）等）の技術基準適合認

　　　　定を受け、適合表示が貼付されたもの

　　　・登録認定機関（日本消防検定協会）の認定を受け、認定証票が貼付されたもの

　　　・優良住宅部品（BL部品）の認定を受けたもので、BLマーク証紙が貼付されたもの

　　　・(一社)電子情報技術産業協会スーパーハイビジョン受信マーク登録品の認定を受

　　　　けたもので、SHマークが貼付されたもの

　　　・登録認定機関（日本消防検定協会）の認定を受け、認定証票が貼付されたもの

　かつ監督員の承諾が得られた場合に限り使用できるものとする。

（２）特殊仕様の資機材を使用する場合は、仕様・性能等を証明する書類を監督員に提出し、

　　　・登録認定機関（(一社)日本電気協会（JEA誘導灯認定委員会））の認定を受け、

　　　　認定証票が貼付されたもの

構
内
交
換

1,300

200

300

床上～中心

天井下～上端

床上～下端

壁付電話機（一般）

集合保安器箱

端子盤（室内）

1,300〃制御用スイッチ

動
力

名　　　　　称

完成図（原図サイズＡ４折り）

完成図（原図サイズ）

完成図（Ａ３版縮小二つ折り）

部数

１部

１部

１部

２部

２部

完成書類

竣工図（製本）

施工図（製本）

ファイル綴

竣工図（製本）

施工図（製本）

名称

積算計器

地上～中心

地上～窓中心

測点 名称 取付高［㎜］測点取付高［㎜］

1,800～2,000

1,800～2,200

1,500

1,500

機器標準取付高さ

保全に関する資料

・制御システム図

・システム系統図

ファイル綴 １部

・機器銘板の写し

・メンテナンス要領書

・検査済証

＊各種書類には一覧表を作成し、インデックスも付けること。

工事に関する書類 １部ファイル綴

・段階確認書

・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書

＊各種書類には一覧表を作成し、インデックスも付けること。

・再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書

・再資源化等完了報告書（特定建設資材廃棄物）

引込開閉器（低圧）

分電盤 床上～中心

電
力
共
通

スイッチ 床上～中心 1,300

　　〃　（多機能トイレ） 〃

コンセント（一般） 〃 300

1,100

電
灯

 　 〃　　（和室）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（車椅子用）

ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）

　　〃　　（鏡上） 鏡上端～中心

床上～中心

〃

〃

台上～中心

〃 150

150～200

900

2,100～2,300

2,000～2,500

150

床上～中心壁掛形親時計

子時計 〃

拡
声

壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ

〃

〃

（天井高）×0.9

（天井高）×0.9

1,300

出
退
・
マ
ル
チ
サ
イ
ン

床上～中心

〃

〃

〃 1,300

2,300

1,300

情報表示盤

壁付発信機

ベル、ブザー、チャイム

壁付押しボタン（一般）

誘
導
支
援

「標準図」による。

1,300

900〃

床上～中心壁付インターホン(上記以外)

壁付呼出ボタン(多機能トイレ)

外部受付用インターホン(子機)

テ
レ
ビ
共
同
受
信

テレビ端子直列ユニット(一般)

　　　　　〃　　　　　(和室) 〃

床上～中心

天井下～上端 200

300

150

自
動
火
災
報
知

受信機・副受信機

機器収容箱

発信機

警報ベル

表示灯

液化石油ガス検知器

床上～操作部

〃

床上～中心

〃

〃

床上～上端

800～1,500

800～1,500

800～1,500

300

時
計

接地抵抗値 接地極の規格・数量接地の種類

○ 共同接地

○ 共同接地

○ Ｃ種

○ Ｄ種

○ 交換装置用

○ 通信用（10Ω）

○ 通信用（100Ω）

○ 電話引込口の保安器

記号

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ａ・Ｃ・Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

ＬＨ

ｔ

Ａｔ

Ｄｔ

Ｌｔ

10Ω以下

10Ω以下

　　Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=10, L=1,000 又は W=30, L=900 )×1

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=10, L=1,000 又は W=30, L=900 )×1

EB( D=10, L=1,000 又は W=30, L=900 )×1

EB( D=10, L=1,500 又は W=30, L=1,200 )×1

接地極一覧表

（天井高）×0.9

注）　天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さでは機器の使用に支障がある場合は、監督職員と協議する。

(備考)（天井高）×0.9及び（天井高）×0.8は天井高が2,500～3,000mmの場合に適用する。

（天井高）×0.9

（天井高）×0.8

Ａ・Ｄ 10Ω以下

電子納品

引渡目録

工事目的物引渡書

　　・改修工事等は既存の完成図を修正すること。

　　・作成しがたい場合は、監督員との協議による。

　　・上記表は標準の部数であり、詳細については監督員の指示による。

　　・ファイルはチューブファイル以上とする。

　　・その他監督員の指示する書類を作成して提出すること。

　　・白焼き（青焼き不可）で文字潰れのないこと。

　　・表紙（可能な範囲で背表紙にも）に「年度、工事名、工期、竣工図（又は施工図）、

　　　受注者名」を印字（シール不可）すること。

　　・完成書類の著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は発注者に移譲するものとする。

　　・保全に関する資料は、国土交通省「施設保全マニュアル作成要領」を参照する。

注　・完成図はＣＡＤにより作成すること。

官公庁手続き書類 ファイル綴 １部

床上～中心壁掛形制御盤 1,500

1,500

（上端1,900以下）
〃開閉器箱

機器収容箱（室内）

２部

●

●

Ｏ

　　・　ＬＥＤ照明器具（一般屋内用に限る）　・　照明制御装置

　　・　高圧交流遮断器　　　　　　　　　　　・　高圧進相コンデンサ

　　・　ベント形据置鉛蓄電池　　　　　　　　・　制御弁式据置鉛蓄電池

　　・　据置ﾆｯｹﾙ･ｶﾄﾞﾐｳﾑｱﾙｶﾘ蓄電池 　　　　　・　ｼｰﾙ形ﾆｯｹﾙ･ｶﾄﾞﾐｳﾑｱﾙｶﾘ蓄電池

　　・　交流無停電電源装置　　　　　　　　　・　ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ及び系統連系保護装置

　　・　監視カメラ装置　　　　　　　　　　　・　中央監視制御装置

　　・　低圧用ＳＰＤ　　　　　　　　　　　　・　可変速運転用インバータ装置

　　●　分電盤（ＯＡ盤及び実験盤を含む）　　・　制御盤

　　・　非常用照明器具

　　・　誘導灯

　　・　消防用加圧送水装置、不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の制御盤、火

　　・　不活性ガス消火設備等の操作箱、新ガス系消火設備制御盤、緊急通報装置、非常通

　　・　金属閉鎖形スイッチギア

　　・　直流電源装置（防災電源用）

　　・　交流無停電電源装置

　　・　自家発電装置（防災電源用）

　　・　自家発電装置（防災電源用でないもの）

　　・　太陽電池モジュールの支持物

　　・　電話用設備（電話交換機、電話機等）

　　・　非常用放送設備

　　・　テレビ共同受信機器

　　・　自動火災報知設備

●資機材一覧表

●機器完成図

●取扱説明書

●試験結果報告書

●工場試験成績書

●各種計算・検討書

●予備品・付属品一覧表

●保証書

●メンテナンス参考業者一覧表

●官公庁手続き書類一覧表

●官公庁手続き書類の写し（表紙のみ）

●その他監督員の指示するもの

●工事カルテ受領書の写し

●施工計画書

●施工要領書

●部分下請負通知書及び下請負契約書の写し

●施工体制台帳及び施工体系図

●工事進捗状況報告書

●各種計画書及び報告書

●排出ガス対策型建設機械使用報告書

●工事打合簿

●工事事故報告書

●安全管理関係書類

●使用機材届出書

●工事材料搬入報告書

●機器明細図

●機材の品質及び性能証明書

●各種計算・検討書

●工場試験成績書

●試験結果報告書

●計測機器類の校正証明書、精度保証書、又は検定証の写し

●産業廃棄物処理集計表

●現場発生品調書

●工事写真（サムネール及び代表写真）

●検査立会者名簿

●その他監督員の指示するもの

●官公庁手続き書類一覧表

●官公庁手続き書類（本冊）

○ Ａ種

○ Ｂ種

○ 高圧避雷器用

○ 測定用

２部

　　・　高圧変圧器（特定機器）　　　　　　　・　高圧避雷器

　　・　絶縁監視装置（高圧回路用・低圧回路用）

　　・　高圧限流ヒューズ　　　　　　　　　　・　高圧負荷開閉器

　　・　キュービクル式配電盤　　　　　　　　・　高圧スイッチギア（ＣＷ形・ＰＷ形）

　　・　耐熱・耐火電線、耐熱・耐火ケーブル

　　・　高圧機器（遮断器、限流ヒューズ、負荷開閉器、避雷器、断路器、特定機器以外の

● Ｄ種

●完成時の提出図書(別紙による)

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

電気設備特記仕様書　４ N/S Ｅ－０４



工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

亀山市消防庁舎　１階電気設備平面図 Ｅ－０５1/300
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油庫架台地上部平面図　S=1/150

油庫架台屋上部平面図　S=1/150

自立型看板
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２階平面図　Ｓ＝１／３００

工事名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

1/300亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

図面名称

亀山市消防庁舎　２階電気設備平面図 Ｅ－０６
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配線立ち下げはメタルモールB型使用

新設液面計指示計×2
新設警報盤・電力量計

消防本部事務室

送油管SGP20A
戻り管SGP40A

壁面露出配管(両サドル止め)

消防署事務室　設置
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5
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発電機　運転

発電機　故障

950L油庫　減油

100L油庫　減油

送油ポンプ　運転

送油ポンプ　故障

予備　

予備　

警報盤　電池内蔵型

1 950L油庫

液面計　指示計

1

発電機　運転計

運転電力計
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発電機　更新

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

1/300亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

亀山市消防庁舎　Ｒ階電気設備平面図 Ｅ－０７

既設キュービクル　改修

発電機 60kVA
撤去

既設キュービクル　改修

W=400 蓋共　SUS製
ケーブルラック

QP～発電機

QP～発電機 警報 EM-CEE1.25°-10C
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配線表
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油庫　新設
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動力配線図
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壁面露出配管(両サドル止め)

床面露出配管

油庫
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配管管支持詳細図(参考図)
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配管支持金物
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警報
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VCB
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ケーブルヘッド

取引用計器変成器

断路器

避雷器

高圧真空遮断器（手動/バネ式）

電力ヒューズ

高圧気中開閉器
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工事名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

図面名称

亀山市消防庁舎　受変電設備結線図(改修後) N/S Ｅ－０８
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ケーブルヘッド

取引用計器変成器

断路器

避雷器

高圧真空遮断器（手動/バネ式）

電力ヒューズ

高圧気中開閉器

電力用変圧器（油入）

直列リアクトル

進相コンデンサー

計器用変圧器

計器用変流器

VS 電圧計切替開閉器

AS 電流計切替開閉器

DA 最大需要電力計

A

W

電流計

電力計

力率計Cosφ
OC 過電流継電器

55

ZCT 零相変流器

EL 低圧漏電継電器

MCCB 配線遮断器

　　名　　　称 記号 　　名　　　称
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工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

亀山市消防庁舎　受変電設備結線図(改修前) N/S Ｅ－０９



Ｅ－１０N/S亀山市消防庁舎　受変電設備平面図(改修前・後)
★★★★★★★★ 田中　保雄

藤 川 設 計 株 式 会 社亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事
一級建築士登録　117471

備考承認担当訂正日付縮尺図面名称工事名称

高圧受電盤 低圧電灯盤 低圧動力盤 低圧動力盤 低圧切替盤

屋外キュービクル平面図　S=1/30

改修前

75kVA

撤去 撤去 撤去

高圧受電盤 低圧電灯盤 低圧動力盤 低圧切替盤

屋外キュービクル平面図　S=1/30

改修後

　新設 　 新設

SC変圧器
30kVA

動力変圧器
100kVA

動力変圧器
100kVA

電灯変圧器

75kVA
電灯変圧器 動力変圧器

200kVA

SC変圧器
75kVA

新設

撤去

特記事項

・停電可能期間は消防署との打ち合わせによる。

ただし、停電時は臨時電力引込みの仮設を行うこと。

また復電後に撤去すること。

・電力会社への手続きは全て受注者にて行うこと。

・仮設工事は撤去を含むものとする。

・仮設工事に伴う既設ボックス、盤等の補修を含むものとする。

3φ3W210V 1φ3W210/105V

計器箱(電力会社取付) 計器箱(電力会社取付)
臨時契約10kW 臨時契約20kVA

開閉器盤WHM WHM開閉器盤
(仮設用ボックス) (仮設用ボックス)

XELCB3P
X X100/100A ELCB3P ELCB3P
100/100A 100/100A

空調機
2F1F

各ケーブル30m見込む
動力用　CET38°
電灯用　CET38°
電灯用　CET38°

ただし、それに係る費用も受注者負担とする。
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結線図(参考）

発電機はヤンマー同等品とする。

潤滑油油圧低下

冷却水温度上昇

過回転（過速度）

始　動　渋　滞

過　電　流

緊　急　停　止

エンジン/ＣＡＮ通信異常

６３Ｑ

２６Ｗ

１２

４８Ｔ

５１

５Ｅ

８６ＥＮＧ

デバイス 警報表示灯 警　報
機　関

自動停止
主回路遮断項　　目

乾燥質量 認　定

使　用 種　類

搭載タンク容量

燃料持時間

ラジエータファン排風量

種　類

容　量

バッテリー

燃　料

始動方式

冷却水量

セルモータ容量

回転速度

総排気量

冷却方式

３

形　式

燃焼方式

定格出力

エンジン

※

始動時間

潤滑油量（全量-有効）

-1

-1

　 １２１．６ｋＷ

２２０Ｖ

３９９Ａ

６０Ｈｚ

　１８００ｍｉｎ

３相３線

４極

８０％（遅れ）

ブラシレス

180（Ｈ）

ＩＰ００（無保護形）

ＩＣ０１（自由通流形）

半導体式全自動充電

５Ｙ７／１　半ツヤ

２３７０ｋｇ

２４８０ｋｇ

　立形水冷４サイクルディーゼル機関

直接噴射方式

２１０ｋＷ

　１８００ｍｉｎ

６．７Ｌ

ラジエータ冷却

２１．８Ｌ

 セルモータによる電気始動式

ＤＣ１２Ｖ－３．２ｋＷ

　　軽油

タンク別置き

２．５ｈ

１５．８Ｌ-５．９L

　１６５ｍ ／ｍｉｎ

ＲＥＨ

ＤＣ１２Ｖ　８０Ａｈ

　（一社）日本内燃力発電設備協会

容　量

電　圧

電　流

周波数

回転速度

相　数

極　数

力　率

励磁方法

耐熱クラス

保護方式

冷却方式

充電方式

要目表(参考)
保護装置一覧表(参考)

発電設備参考外形図（S=N/S）（屋外仕様）

７５ｄＢ（Ａ）以下キュービクル 騒音値

塗装色 １０秒以内

装備質量

発電機 横軸回転界磁形同期発電機

１５０ｋＶＡ以上

※　4方向エネルギー平均（機側１ｍ、高さ１．２ｍ　半自由音場下による）

外部信号は打ち合わせにより決定

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

亀山市消防庁舎　発電機仕様図 N/S Ｅ－１１

※　保護装置はメーカー標準とする。

工場立会い検査を含む

形　式

※　機器仕様については、各メーカー標準仕様とする。

※発電機より施設全体に送電をおこなうシステムとなっているが、発電機容量は下記の負荷にて決定している。
　よって想定負荷を超えるような運用方法（設備同時起動による全負荷等）をおこなった場合は稼働しないものとする。

スコット変圧器　75kVA
電灯回路

動力回路
加圧ポンプ　3.0kW
浄化槽　5.3kW
空調機　31.92kW

発電機回路想定負荷一覧



下地：錆止めEXプライマー処理
上塗：ポリエステル焼付塗装

塗装

②　容積から差し引く構造物（防油堤内のタンク基礎の体積）

〇タンク容量計算 ①　防油堤内の容量

・溝形鋼（チャンネル）タンク柱脚1本　断面積8.818cm2×長さ50cm

＝440.9cm3＝0.44L×4本＝1.76L

V=πｒ^2×L

タンク鋼板厚＝3.2mm

材質:SS400

V=3.14×0.4718^2×1.4936

空間容量

V=1.0439503　総容量＝1044L

1044-950

　1044
×100＝9.003％　OK

タンク容量＝950L

縦1.2ｍ×横2.0ｍ×高さ0.5ｍ

＝1.20m3をリットルに換算すると

＝1200L

・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示、第四条の二の容量が最大タンク以外

を差し引く規定の為、防油堤内に入るタンク容積は除外

③　防油堤内の容量

防油堤板厚3.2mm　材質：SS400

①－②＝1198.236L

・溝形鋼（チャンネル）基礎部1個　断面積11.92cm2×長さ10cm

＝1.192cm3＝0.001L×4個＝0.004L

1.76+0.004＝1.764L

タンク容量950L×110％＝1045L＜1198.236L　OK

*2 防油堤容量及び配管の取回し、接続に必要な最小限の空間のみです。

*1 内部に立ち入らず、外から給油できる位置に給油口がある仕様とすること。

*3 稼働時は無人で、メンテナンスはなく、立入りは重大な障害等発生時のみとなるような仕様とすること。

　　　通気口

引火防止金網付き

フレキシブルホース

フロートスイッチ

フローシート

タンク

９５０Ｌ

ドレン

２０Ａ送油口

４０Ａ戻り口

２０Ａ

LK-11
漏洩検知センサ

2C

3C

AC100V

事務室設置
一次側指示計
DL-423A-SS

警報系統図

ELR-230
発信部

２０Ａ

P

給油ポンプ

通気管

1
,
1
0
0

525 1,500 525

2,0002,550

通気管
注入口 油面計

給油ポンプ

1
5
0

2
,
1
0
0

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

亀山市消防庁舎　タンク仕様図　１ N/S Ｅ－１２

昭和機器工業（株）ＡＶ－３２

1

1

1

1

1

1

2

1

1 ５ｍ

ドアハンドル

三菱電機（株）Ｐ－１３ＶＡＱＤＭ３

ｔ４．５

３２Ａ通気口

ｔ２．３ＳＰＨＣ

ＳＳ４００

防火ダンパー付フード

防油堤

タンク架台

タンク

ベース

ＳＰＨＣ ｔ２．３

ｔ２．３ＳＰＨＣ

２０Ａ耐油ホース(付属品)

屋根

本体

個数名　　称 材　　料 寸　　度 備　　考

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

記号

タキゲン（株）キーNo.0200同等品

7

6

5

1

4

10

フロートスイッチ

注入口

油面計

給油ポンプ仕様

送油ポンプ　0.4kW 取付

（満タン時停止ノズル、３桁メーター付
　吐出約35L/min、ホール3/4インチ　10ｍ)

タンク給油用架台付きウイングポンプを付属品として納品。

（株）サンダイヤ　同等品

日本スタンドサービス（株）　同等品

図示

図示



32A通気口
１．貯蔵物：軽油。

２．塗装仕様：膜厚60μm以上。
82

３．塗装色：日塗工G25-70B半ツヤ(マンセル5Y7/1半ツヤ)。32A フレキシブルホース2 通気口
フロートスイッチ引火防止金網付き4-吊りフック ４．バルブ（グローブ）はダクタイル。

支持金物

7 ６．外部に露出するボルト、ナット、ワッシャー類はＳＵＳ製とする。
防火ダンパー付フード
(防虫網付) タンク

20A
ウイングポンプ

1 20A
ドレン

4 記号 名　　称 材質 厚み9 15A フレキシブルホース
5m付ホース

1 本体 t=2.3

2
,
4
00

2,
4
0
0

10 2 屋根 t=2.3フローシート防火ダンパー付
フード 3 ベース t=4.55(防虫網付)

4 SS400

5 タンク架台 SS400
6

6 t=2.33

7 防火ダンパー付フード

8 通気口 32A

溜桝 9 ホース(5m) 20A
300×300×100H

表示板の取付 10 キーNo.200
1,7001,600 火気厳禁

少量危険物貯蔵取扱所
最大数量

100L

油庫（参考図）サービスタンク　100リットル　屋上設置

730

690 ３．２ｔしま鋼板張り

36
0

40
0

４－φ１０．５キリ
630Ｌ５×４０

ＦＢ４．５×５０

火　気　厳　禁

危険物

9
60

危険物の類別 第４類

危険物の品名

貯蔵最大数量 16
40

危険物取扱者

消

63
0

Ｌ６×５０ 火

器

5
0

アンカー穴心　６９０
アンカー穴４－φ１０．５

730

カンバンの文字は一例を示す

L5×40、FB6×50、3.2ｍ／ｍｔしま鋼板架台材質

防錆加工 溶融亜鉛メッキ加工

組付け品 カンバン3枚、SS製消火器BOX（2本用）

タンク貯蔵所

ポンプ制御盤

71 2
11

83 4

12 5 6 9

10

名　　称番号

1 減警報表示ランプ　AC220V LED照光

2 満警報表示ランプ　AC220V LED照光

3 ポンプ停止表示ランプ　AC220V LED照光 

4 ポンプ運転表示ランプ　AC220V LED照光 

5 ポンプ停止スイッチ

6 ポンプ運転スイッチ

7 警報ブザー　AC220V

8 過負荷表示ランプ　AC220V LED照光

9 ブザー停止スイッチ

10 運転切替スイッチ　３ノッチ

11 網入り窓ガラス

12 液面指示計(燃料小出し槽用)

13 開閉器　AC220V 3P30AF/10AT

14 MgSW AC200V用　0.4kW

15 動力入力、ポンプ出力用端子台 4P

16 制御用リレー

17 検出部入力、無電圧出力端子台

自立型看板　１Ｆ設置

排水へ

開口部（側面）

オイルポンプピット

油水分離槽

貯留設備よりの流入管　２０Ａ

３／８″ＳＵＳボルトナット両じめ

油水分離槽フタ　　　　　
（ＳＵＳ３０４－1.5ｍｍｔ）

３／８″ＳＵＳボルトナット両じめ

開口部（側面）

開口部（右・左側面）

ポンプピット屋根ポンプピット屋根

ポンプピット本体

ポンプピット屋根

ポンプピット架台

小型３槽式油水分離槽

油水分離槽フタ

オイルポンプ本体

材質、板厚

防錆加工

材質、板厚

材質、板厚

材質、板厚

防錆加工

材質、板厚

ＳＳ４００　３．２ｍｍｔ、４．５ｍｍｔ（ポンプ架台部６．０ｍｍｔ）

溶融亜鉛メッキ後、樹脂コーティング（内外面共）　塗装色　５Ｙ７／１

ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍｔ

ＳＳ４００　Ｌ６×５０　　溶融亜鉛メッキ製

ＳＳ４００　側板、底板　３．２ｍｍｔ、中仕切板　４．５ｍｍｔ

溶融亜鉛メッキ後、樹脂コーティング（内外面共）　塗装色　５Ｙ７／１

ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍｔ

オイルポンプ屋外ケースセット

参考型式ＥＸＹ－１型

60

30
0

3
3
0

屋根寸法　520

440

2
0
0

1
2
6
0

2
0
0

6
7
0

4
2
0

260

512

5
0

700

600

屋根寸法　900

架台　Ｌ6×50

排水口40A

1000

900

油分離槽　720

812

1
20

三相200V 0.75kW

内部取付

５．パイプはＳＧＰ（黒）溶接接合。

40A戻り口

15A発電機
15A発電機
20A送油口

鉄骨架台 鉄骨架台

SUS

SUS

SUS

ボルト

タンク

ELR-230
発信部

LK-11
漏洩検知センサ

2C

3C

AC100V

事務室設置
一次側指示計
DL-423A-SS

警報系統図

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

亀山市消防庁舎　タンク仕様図　２ N/S Ｅ－１３

タンク(100リットル)

防油堤

ドアハンドル

油庫の耐震計算は、鉄骨架台に設置のため不要とする。

ポンプ制御盤　ＷＰ、指定色塗装　１Ｆ油庫横設置　壁掛型



消防署事務室

消防署事務室

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

亀山市消防庁舎　１階電気配線平面図(改修前・後) 1/100 Ｅ－１４

災害対策室

研修室（２）

58505850 5850

9 10 11 12

１階平面図　Ｓ＝１／１００

災害対策室

研修室（２）

58505850 5850

9 10 11 12

改修後

１階平面図　Ｓ＝１／１００

改修前

H

H

ハンドホール新設

5C-FB(FEP30)×3

CV8-2C(FEP30)×5

5C-FB(FEP30)×3

CV8-2C(FEP30)×5

5C-FB(FEP30)×3

CV8-2C(FEP30)×5

5C-FB(FEP30)×3

CV8-2C(FEP30)×5

FEP管接続

FEP管接続

既設

既設

既設配線調査の上施工

既設ケーブルをハンドホール内にて接続有り

既設配線調査のうえ施工



工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

関分署　電気設備配置図 1/400 Ｅ－１５

特記事項

ただし、停電時は臨時電力引込みの仮設を行うこと。

また復電後に撤去すること。

・電力会社への手続きは全て受注者にて行うこと。

・仮設工事は撤去を含むものとする。

・仮設工事に伴う既設ボックス、盤等の補修を含むものとする。

・停電可能期間は消防署との打ち合わせによる。

1φ3W210/105V

計器箱(電力会社取付)

開閉器盤WHM

XELCB3P
100/100A

1F

臨時契約20kVA

(仮設用ボックス)

電灯用　CET38°

ホースタワー平面図　S=1/100

ただし、それに係る費用も受注者負担とする。

(右図参照)
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10.03
1

10.04
8

26.46
2

5
3
0
0
9

33.376

10.077 8.168

中庭

駐車場

出動サイレン

主要地方道路

津関線

aY1

bX1

32210

4
2
2
4

2
1
0
0

自転車置場

空調機置場

ホースタワー

cY1

bY1

aX1

配置図　S=1：300

1φ100V 2kVA
既設発電機　撤去

排気管　撤去

樹脂製
自動制御盤　撤去

既設発電機回路用配線を切断のこと

主開閉器　ELCB3P100A

分岐開閉器　MCCB2P2E20A × 5
分岐開閉器　MCCB2P1E20A ×39

既設電灯盤 撤去

主開閉器　ELCB3P50A
分岐開閉器　MCCB2P1E20A ×20
分岐開閉器　MCCB2P2E20A × 3

改修後電灯盤A

Mg × 2

主開閉器　ELCB3P50A
分岐開閉器　MCCB2P1E20A ×20
分岐開閉器　MCCB2P2E20A × 3

改修後電灯盤B

Mg × 2

ケーブル30m見込む

電灯盤



工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

関分署　1階電気設備平面図 1/200 Ｅ－１６

平面図　　S=1/200
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倉庫

車庫

上部吹抜

ｷｯﾁﾝ

広報車タンク車ポンプ車救急車

作業室
食堂

談話室

救急資機材消毒室

地流しｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ
中庭

隣
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境
界

線

事務室

応接室
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0
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00
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0
00
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3,

0
00

3,
00

0
3
,0
0
0

3,
0
00

3,
00

0
1
,5

00

2
,5

00

廊下(1)

(2)

消毒室
消毒室

(1)

仮眠室(8)

UB

脱衣室 トイレ(3)

トイレ(1)

物品書庫

トイレ(2)洗面所

仮眠室(7)

仮眠室(6)

仮眠室(5)

仮眠室(4)

仮眠室(3)

仮眠室(2)

仮眠室(1)

廊下

倉庫(1)

廊下(2)

玄関

倉庫(2)

(3)

既設電灯盤

EM-EEF2.0-3C

天井内

配線立ち下げはメタルモールB型使用

200×200×200
プルボックス

SUS WP

EM-CEE1.25-6C(FEP30)

液面計指示計 新設

発電機ヘ

EM-CEE1.25-6C(FEP30)

EM-CEE1.25-6C

EM-CEE1.25-6C

警報盤８回路新設

1

2

3

4

5

6

7

8

発電機　運転

発電機　故障

予備　

予備　

警報盤　電池内蔵型

1

液面計　指示計

1

発電機　運転計

運転電力計

予備　

予備　

事務室　設置

電力量計新設

490L油庫　減油

予備　

490L油庫

三相31.5kVA
非常用発電機

既設動力盤

切替盤

SGP15A,15A

EM-CET38°(FEP50) ×2

GDE

MCCB3P

DTMC2

非常用発電機
3φ3W220V60Hz

MCCB MCCB

210/210-105V
2電源出力

30kVA以上

100AF/100AT

100A

3P100AF
100AT

ｽｺｯﾄTR20kVA

3P100AF
100AT

CET38ﾟ×2

8ﾟ

AS
Ａ

AS
Ａ

2-CT

2-CT

空
調

機

MC
C
B 

3
P

50
A
F 

5
0A

T
14

ﾟ
L
-1

M
CC

B
 3

P

5
0A

F
 5

0
AT

14
ﾟ

L
-1

既設動力盤ヘ

既設電灯盤ヘ

CET38°(FEP50)×2

EM-CET38°+EM-CET14°×2

SUS WP
500×500×300
プルボックス

EM-CET38°(FEP50)+EM-CET14°×2(FEP65)

切替盤

油水分離槽ヘ
(油水分離槽は建築工事)

油庫490L

EM-EEF2.0-3C(FEP30)100V

防火衣ｺｰﾅｰ

EM-CEE1.25-6C×2
天井内 EM-EEF2.0-3C

天井内
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７セグメントＬＥＤ　デジタル表示（切替式）ECU

MCCB-G1

Z

充電器回路
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負荷電源
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C-16C-15

RELAY UNIT
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監視窓

排気出口

排風吸気

654 65
4

入線口

1
0
0

855

900

765

結線図(参考）

発電設備参考外形図（Ｓ＝N/S）

発電機はヤンマー同等品とする。

燃料タンクドレン4-φ20穴

158

1400

45 451310

2482

50A

1
0
3
0

1
2
0
2

裏面扉据置式

３

横軸回転界磁形同期発電機

耐　熱

クラス

保護方式

励磁方法

力　率

極　数

相　数

回転速度

発電機

励磁機

電機子：１５５（Ｆ）　界磁：１８０（Ｈ）

８０％

ブラシレス

３相３線

発電機

周波数

電　圧

電　流

形　式

容　量

セルモータによる電気始動

乾燥質量

始動方式

バッテリ－

使　用

燃　料

冷却水量

種　類

容　量

４．７Ｌ

燃料消費量

搭載タンク容量

種　類

エンジン

冷却方式

総排気量

回転速度

定格出力

燃焼方式

ラジエータ冷却

電機子：１５５（Ｆ）　界磁：１５５（Ｆ）

装備質量

潤滑油量（全量／有効量）

始動時間

溶融亜鉛メッキ 認　定

保護形（ＩＰ２０）

軽油

ラジエータファン排風量

タンク別置き

７．２／４．７　Ｌ

７５　ｍ　／ ｍｉｎ

－１

－１

要目表(参考）

６０ Ｈｚ

３６００ｍｉｎ

４極

７５ｄＢ（Ａ）以下

５Ｙ７／１　半ツヤ

半導体式全自動充電

自由通流形（ＩＣ０１）

騒音値※

塗装色

仕　様ベース

キュ－ビクル

充電方式

冷却方式

形　式 立形水冷４サイクルディ－ゼル機関

直接噴射式

３６００ ｍｉｎ

ＲＥＨ

ＤＣ１２Ｖ－２４ＡＨ

１０秒

（－社）日本内燃力発電設備協会

３１．５ ｋＶＡ

２５．２ｋＷ

８２．７Ａ

３４．０ｋＷ

１．４９６Ｌ

６９０ｋｇ

７２５ｋｇ

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

関分署　発電機仕様図 N/S Ｅ－１７

工場立会い検査を含む

※　電気容量は全負荷時には、稼働しないとする。

※　保護装置はメーカー標準とする。

２２０ Ｖ

９．６　Ｌ／ｈ

発電機回路負荷一覧

電灯回路

動力回路

スコット変圧器　20kVA

空調機　13.70kW

※　機器仕様については、各メーカー標準仕様とする。
※　4方向エネルギー平均（機側１ｍ、高さ１．２ｍ　半自由音場下による）

項　　　　　目 デバイス 警　　報
自動停止
機　　関

主回路遮断

緊　急　停　止

過　　電　　流

始　動　渋　滞

５Ｅ

４８Ｔ

５１

潤滑油油圧低下

冷却水温度上昇

６３Ｑ

２６Ｗ

１２過回転（過速度）

警報表示灯

保護警報装置(参考)

外部信号は打ち合わせにより決定 ※発電機より施設全体に送電をおこなうシステムとなっているが、発電機容量は下記の負荷にて決定している。
　よって想定負荷を超えるような運用方法（設備同時起動による全負荷等）をおこなった場合は稼働しないものとする。



　　　通気口

引火防止金網付き

１５Ａ

フレキシブルホース

フロートスイッチ

１５Ａ送油口

１５Ａ戻り口

フローシート

タンク

ドレン

タンク

ELR-230
発信部

LK-11
漏洩検知センサ

2C

3C

AC100V

事務室設置
一次側指示計
DL-423A-SS

警報系統図

タンク内系統図

４９０Ｌ

*2 防油堤容量及び配管の取回し、接続に必要な最小限の空間のみです。

*1 内部に立ち入らず、外から給油できる位置に給油口がある仕様とすること。

*3 稼働時は無人で、メンテナンスはなく、立入りは重大な障害等発生時のみとなるような仕様とすること。

２０Ａ

250

2
0
0

4
9
0

520

800
694（開口）

1
5
0

85

1
5
0

1
9
5
0

1
5
0

2
2
5
0

2
0
5

1
5
0
0
（

間
口

）

85

7

４－全体吊り上げ用金具

8

2

電線管カップリング
G16

3

6

5

4
0
0
0

100

1
5
0

1
0
0

2
2
5
0

4
5
0

250

□300

1320（防油堤）

2
0
0

1
5
0

2
3
0
0

3
0
5

1
6
0
0

φ
40

（内寸）

10

ドレン
20A-ソケット
（プラグ付）

貯留設備

2050（防油堤）

2250

2170 2250

2150
2000

1

4

昭和機器工業（株）ＡＶ－３２

1

1

1

1

1

1

2

1

1 ５ｍ

ドアハンドル

三菱電機（株）Ｐ－１３ＶＡＱＤＭ３

ｔ４．５

３２Ａ通気口

ｔ２．３ＳＰＨＣ

ＳＳ４００

防火ダンパー付フード

防油堤

タンク架台

タンク

ベース

ＳＰＨＣ ｔ２．３

ｔ２．３ＳＰＨＣ

２０Ａ耐油ホース(付属品)

屋根

本体

個数名　　称 材　　料 寸　　度 備　　考

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

記号

　　　５．外部に露出するボルト，ナット，ワッシャ類はＳＵＳ製とする。

　　　４．パイプはＳＧＰ（黒）。

　　　３．バルブ（グローブ）はダクタイル。

　　　２．塗装仕様：膜厚６０μｍ以上

　　　　　塗装色　：日塗工Ｈ２５－７０Ｂ半ツヤ（マンセル５Ｙ７／１半ツヤ）

タンク容量

防油堤容量

４９０Ｌ

油庫（４９０Ｌ）

６６１Ｌ＝（２４２５．４ｘ１５９５．４ｘ２０２．７）／１０６

給油ポンプ

9
0
0

タンク検査済証取付位置

塗装
下地：錆止めEXプライマー処理
上塗：ポリエステル焼付塗装

〇タンク容量計算
V=πｒ^2×L

V=3.14×0.3718^2×1.1936

V=0.518　総容量＝518L

空間容量

518-490
×100＝5.405％　OK

　518

タンク容量＝490L

タンク鋼板厚＝3.2mm

材質:SS400

工事名称 図面名称 縮尺 日付 訂正 担当 承認 備考
一級建築士登録　117471

亀山市消防庁舎及び関分署自家用発電設備改修工事 藤 川 設 計 株 式 会 社
田中　保雄★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

関分署　タンク仕様図 N/S Ｅ－１８

（満タン時停止ノズル、３桁メーター付

1,200

給油ポンプ仕様

　吐出約35L/min、ホース3/4インチ　１０ｍ)
1,200 750

　　　　　ボルト、ナット部を塗装願います。

注記　１．貯蔵物　：軽油

タキゲン（株）キーNo.0200同等品

　　　６．側圧式液面計は付属品とします。油庫現地据付後の取付とする。

　　　７．外部に露出するすべての接合部はコーキングを行います。

　　　８．油庫外部配管のフランジ接続部については、組み付け後フランジ接合面周囲並びに、

タンク給油用架台付きウイングポンプを付属品として納品

フロートスイッチ

注入口

油面計

32A-通気口
引火防止金網付

（株）サンダイヤ　同等品

日本スタンドサービス（株）　同等品

図示

図示
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